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農林⽔産物・⾷品の輸出促進
令和７年度補正予算額 45,769百万円

＜対策のポイント＞
農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤の加速化に向け、安定的・継続的に必要なロットを供給できる輸出産地を育成し、輸出拡⼤余地の⼤きい現地系商流を獲得

するための取組等を⽀援します。
＜政策⽬標＞

農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

＜ 事 業 の 全 体 像 ＞

輸出向け供給⼒の強化（輸出産地の育成等） 海外需要の拡⼤（現地商流の獲得等）

･国内の⽣産者と海外の販売事業者、両者をつなぐ商社等で構成されるコンソーシアムが⾏う、国内外⼀気通貫の実証を⽀援 【サプライチェーン連結強化緊急対策（25億円）】

輸出サプライチェーンの構築

（⽶国関税措置の影響に対応する事業者への優先採択等を各事業において措置）

○輸出産地の育成、輸出事業者の掘り起こし
・輸出先の規制等に対応した⽣産・流通体系への転換やGFP（農林⽔産物・⾷

品輸出プロジェクト）の活動による輸出産地・事業者の取組等を⽀援
【GFP⼤規模輸出産地⽣産基盤強化プロジェクト等(23億円) 】

○輸出のための加⼯・製造等施設整備、設備投資の⽀援
・輸出向けHACCP等の認定・認証取得に必要な施設・機器の整備等を⽀援

【⾷品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業(60億円)】

・畜産物の輸出拡⼤に必要な施設の整備等を⽀援
【畜産物等流通構造⾼度化・輸出拡⼤事業(167億円の内数)】

・海外等の新市場を安定的に獲得していくための輸出事業者等と農業者が
協働して⾏う産地の拠点整備等を⽀援

【産地⽣産基盤パワーアップ事業(80億円の内数)】

・コールドチェーンに対応した卸売市場の整備を⽀援
【卸売市場緊急整備事業(78億円の内数)】

・輸出先の規制等に対応した衛⽣管理体制の構築や養殖拠点の形成に向けた漁
港施設の整備等を⽀援 【⽔産物輸出促進緊急基盤整備事業(48億円)】

○戦略的な輸出商流の獲得
・輸出上の業界課題の解決や新たな輸出先の開拓等、品⽬団体がオールジャパ
ンで⾏う取組を⽀援

・⽶国など重要市場への輸出商流の維持・拡⼤を図るために事業者が⾏うプロ
モーション等の取組を⽀援 【品⽬団体等輸出⼒強化緊急対策 (55億円)】

○海外での輸出⽀援体制の確⽴
・主要な輸出先国・地域における輸出⽀援プラットフォームを通じた
現地系商流の開拓、規制等の専⾨家による⽀援等を通じて輸出⽀援
体制を強化 【ターゲット国における輸出・海外展開⽀援体制の確⽴緊急対策(21億円) 】

○新たな市場や商流の開拓
・ジェトロによる新規商流構築、JFOODOによる戦略的プロモーション等を⽀援
・インバウンドを起点とした⽇本産⾷品の輸出拡⼤を⽀援

【新市場開拓プロジェクト緊急対策(21億円)】
○知的財産の保護・活⽤

・海外における我が国優良品種等の流出防⽌や模倣被害の防⽌のため、
知的財産権（育成者権、商標権等）の取得や侵害への対策等を⽀援※

○輸出先国・地域の規制対応
・中国向け⽔産物輸出のための初回輸出前検査を実施。また、輸出先国・地域の
規制に対応したモニタリング検査や残留農薬基準値設定の申請等を⽀援※

【※輸出環境整備緊急対策(11億円)】
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＜対策のポイント＞
⼤規模輸出産地の形成、GFP（農林⽔産物・⾷品輸出プロジェクト）を活⽤した輸出セミナーの実施、⾷品製造事業者等が⾏う輸出先国等の規制・条

件に対応した施設の新設及び改修や機器の整備、更なる輸出拡⼤に向けた品⽬別の状況に応じた取組等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］ ）

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．GFP⼤規模輸出産地⽣産基盤強化プロジェクト 1,708百万円
地域の関係者からなる輸出推進体制の下、輸出向け⽣産・流通体系への転換を図る⼤規模

輸出産地のモデル形成を⽀援します。

２．GFPコミュニティ構築⽀援加速化対策 200百万円
GFP登録事業者の個別課題に対応したセミナー等の開催、輸出専⾨家の派遣等の伴⾛⽀援

を実施するとともに、海外のニーズに対応して輸出に取り組む産地を⽀援します。

3．⾷品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策 6,005百万円
⾷品製造事業者等が⾏う輸出先国等の規制・条件（⾷品衛⽣、ハラール・コーシャ等）に

対応した施設の新設（掛かり増し経費）及び改修、機器の整備を⽀援します。

4．品⽬等の課題に応じた取組⽀援 400百万円
品⽬特有の緊急課題への対応を⽀援します。

① 加⼯⾷品輸出先国多⾓化等⽀援事業
② ⻘果物輸出産地体制強化加速化事業
③ JAS等の国際標準化⽀援・商標登録応答等業務
④ 有機JAS認証、GAP認証取得等の⽀援
⑤ ⽔産エコラベル認証取得⽀援事業
＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］輸出・国際局輸出⽀援課（03-6744-2398）

令和７年度補正予算額 8,313百万円

国
⺠間団体等（研究機関等を含む）

⺠間団体等
委託、定額、事務費

定額 （１の事業）

（２、４②、③、④の⼀部、⑤の事業）

4. 品⽬等の課題に応じた取組⽀援

１．GFP⼤規模輸出産地⽣産基盤強化プロジェクト

都道府県等定額

農林⽔産物・⾷品の輸出促進のうち
グローバル産地⽣産流通基盤強化緊急対策

＜加⼯⾷品の輸出先国多⾓化等に向けた輸出⽀援＞
複数の⾷品製造事業者が参画した加⼯⾷品クラスターの輸出先国の多⾓化や既存の

輸出先国における商流拡⼤に向けた取組を⽀援
＜輸出先国の規制等に対応した⻘果物の輸出産地体制強化への⽀援＞

輸出先国の残留農薬基準等の規制に対応した⽣産体制や品質保持のための流通体
制の強化、ロットの確保等に向けた複数産地と輸出事業者による取組を⽀援

＜JAS等の国際標準化への⽀援・JAS商標登録＞
JAS等の国際標準化を加速化するための活動⽀援や、海外におけるJASマークの商標

登録等を実施
＜有機JAS認証、GAP等認証取得等への⽀援＞

有機JAS認証、GAP等認証の取得や輸出向け商談等の取組、 GAP認証審査員等
を対象とした研修会の開催を⽀援するとともに海外の有機⾷品の市場動向調査を実施

＜⽔産エコラベル認証取得への⽀援＞
⽔産エコラベル認証取得の促進に向け、審査の事前準備となるコンサルティングの実施

に係る取組を⽀援
⾷品製造事業者、⾷品流通事業者、

中間加⼯事業者等
都道府県

定額 1/2以内

⾷品製造事業者、農業者等⺠間団体等
定額 定額、1/2

（４①、④の⼀部の事業）

（３の事業）

⽣産・流通体系の転換を通じ、
海外の規制・ニーズに対応する⼤規模な輸出産地のモデルを構築

産地リレー等による
輸出向けロットの確保

付加価値の⾼い有機農産
物等の⽣産・輸出の拡⼤

遊休農地等の活⽤による
輸出向け⽣産の拡⼤
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．地域の関係者による輸出に取り組む推進体制の組織化
輸出産地・事業者、都道府県、JA系統、輸出商社、物流業者等の地域の関係事

業者が参画する輸出推進体制の組織化に係る取組を⽀援します。

２．⽣産・流通体系の転換を通じた⼤規模輸出産地のモデル構築
１．の推進体制の下、輸出⽀援プラットフォーム等と連携しつつ、海外の規制・ニー

ズに対応した⽣産・流通体系の転換等のモデル的な取組に対して、必要な経費を⽀
援します。
※「フラッグシップ輸出産地」に認定された産地が⼀定の要件の下で、輸出拡⼤のた

めの取組を⾏う場合は、補助上限額を引き上げて⽀援。

３．プロジェクトの管理、成果の調査分析・横展開
⺠間団体等による、プロジェクトの管理や遂⾏のサポート、プロジェクト成果の

調査分析・他地域への横展開などの取組を⽀援します。

 

［お問い合わせ先］輸出・国際局輸出⽀援課（03-6744-7172）

＜対策のポイント＞
規制の緩やかな輸出先への依存からの脱却を図るため、地域の関係事業者で組織する輸出推進体制の下、海外の規制・ニーズに対応した⽣産・流通体系

への転換に取り組み、国内⽣産基盤の維持・強化を図る⼤規模輸出産地のモデル構築を集中的に⽀援します。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

＜事業の流れ＞

令和７年度補正予算額 1,708百万円

グローバル産地⽣産流通基盤強化緊急対策のうち
GFP⼤規模輸出産地⽣産基盤強化プロジェクト

【GFP⼤規模輸出産地⽣産基盤強化プロジェクト】

地域関係者による推進体制の整備

経済連等

都道府県

物流会社

輸出商社

農協等

⼤ 規 模 輸 出 産 地 規 制 の 厳 し い
新 た な 輸 出 先

連
携

輸出⽀援
プラットフォーム

国 ⺠間団体等
定額

都道府県等
定額

産地リレー等による
輸出向けロットの確保

付加価値の⾼い有機農産
物等の⽣産・輸出の拡⼤

遊休農地等の活⽤による
輸出向け⽣産の拡⼤

⽣産・流通体系の転換を通じた⼤規模輸出産地のモデル構築
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

GFP登録者の輸出経験・規模等、多様化するレベルに応じたきめ細やかなサポー
トを⾏う。

① 輸出専⾨家のスポット的な派遣や輸出セミナー・イベントの開催、コミュニティサ
イトの活⽤などを通じて、GFP登録事業者の個別課題に対応した伴⾛⽀援

② 海外バイヤー等の招へい・現地のマーケット動向やニーズを紹介するセミナー等
の開催を通じた海外ニーズに対応して輸出に取り組む産地の⽀援

③ インバウンドと親和性の⾼い輸出産地と連携し、観光客が帰国後も継続的に
購⼊できる環境構築

④ 多様な⼈材の輸出参画のため、専⾨知識を有する⼈材確保。関係省庁・
⺠間団体と連携し、マッチングや情報発信を強化。

［お問い合わせ先］輸出・国際局輸出⽀援課（03-6738-7897）

＜対策のポイント＞
GFP登録者が増加する中、事業者の輸出経験・規模等、多様化するレベルに応じたきめ細やかなサポートを⾏うため、GFP登録事業者の個別課題に対応し

たセミナー等の開催や輸出専⾨家の派遣等の伴⾛⽀援を実施するとともに、海外のニーズに対応して輸出に取り組む産地を⽀援する。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

＜事業の流れ＞

国 ⺠間団体等
委託

令和７年度補正予算額 200百万円

グローバル産地⽣産流通基盤強化緊急対策のうち
GFPコミュニティ構築⽀援加速化対策

現地における伴⾛⽀援等の実施 海外バイヤー等向けのPR
及び輸出産地セミナーの開催

個別課題に対応したセミナー

GFPを活⽤した事業者のサポート

コミュニティサイトによるサポート

輸出診断機能を活⽤した伴⾛⽀援 GFP登録者の推移

749 
2,268 

4,032 
5,623 

7,105 
8,699 

10,010 
10,818 

2018年末 2019年末 2020年末 2021年末 2022年末 2023年末 2024年末 2025年10⽉
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＜対策のポイント＞
⾷品製造事業者等が⾏う輸出先国等の規制・条件（⾷品衛⽣、ハラール・コーシャ等）に対応した施設の新設及び改修、機器の整備を⽀援します。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．施設等整備事業
加⼯⾷品等の輸出拡⼤に向け、輸出先国等の求める基準・条件等の規制に

対応するため、製造・加⼯、流通等の施設の新設（掛かり増し経費）及び改修、
機器の整備に係る経費を⽀援します。
① 輸出先国等の政府機関が定める、HACCP等の要件に適合する施設の認定
取得に必要な施設・設備

② ISO、FSSC、JFS-Ｃ、有機JAS等の認証取得に必要な施設・設備
③ 検疫や添加物等の規制に対応した製品の製造に必要な施設・設備

２．効果促進事業
施設整備と⼀体的に⾏い、その効果を⾼めるために必要なコンサルティング

費⽤等の経費を⽀援します。

お

［お問い合わせ先］輸出・国際局輸出⽀援課（03-6744-2375）

国 都道府県
⾷品製造事業者
⾷品流通事業者

中間加⼯事業者等
（地⽅公共団体、都道府県知
事が適当と認める者を含む）

交付（定額） 1/2以内

＜事業の流れ＞

厳密な温度管理に対応する急速
冷凍庫等の導⼊

空気を経由した汚染を防⽌する
設備（パーティション）の導⼊

排⽔溝

施設の衛⽣管理の強化に対応す
る排⽔溝、床、壁等の改修

製造ラインにおいて添加物混⼊を
回避する輸出専⽤ミキサーの導⼊

令和７年度補正予算額 6,005百万円

グローバル産地⽣産流通基盤強化緊急対策のうち
⾷品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．輸出先国の多⾓化や既存の輸出先国における商流拡⼤
加⼯⾷品の輸出拡⼤に向けて、複数の⾷品製造事業者等が連携して販路開拓を
⾏い、輸出の商流を構築するための海外ニーズ調査・勉強会、テストマーケティング、
展⽰会・商談会への参加、現地バイヤー、シェフ等へのPR等の取組を⽀援します。

２．加⼯⾷品クラスターの組成・育成・輸出事業計画の策定⽀援等
１による取り組みの管理や遂⾏のサポート、輸出事業計画の策定⽀援等を⾏いま

す。

＜対策のポイント＞
加⼯⾷品は、農林⽔産物・⾷品の輸出額の約４割を占め、輸出の伸びが期待できる分野である⼀⽅、⾷品製造業においては、中⼩・零細事業者が⼤半

を占めており、単独で販路開拓等に取り組むことが困難です。 このため、複数の⾷品製造事業者等が参画した加⼯⾷品クラスターの輸出先国の多⾓化や既存
の輸出先国における商流拡⼤に向けた取組を⽀援します。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

［お問い合わせ先］⼤⾂官房新事業・⾷品産業部⾷品製造課（03-6744-2068）

連携

地⽅農政局

地⽅⾃治体

その他
⽀援機関

展⽰会・商談会への参加

テストマーケティング

海外ニーズ調査・勉強会

ニーズ
調査結果

グローバル産地⽣産流通基盤強化緊急対策のうち
加⼯⾷品輸出先国多⾓化等⽀援事業 令和７年度補正予算額 260百万円

現地バイヤー、シェフ等へのPR

加⼯⾷品の輸出額の拡⼤に寄与

継続的な取組の実施

＜輸出拡⼤に向けた連携体制の構築＞

＜連携した取組の例＞

＜事業の流れ＞

国 ⺠間団体等
定額

⺠間団体等
定額

⾷品製造事業者

輸⼊商社

加⼯⾷品クラスター

⾷品製造事業者

輸出商社
⾷品製造事業者

〈加⼯⾷品クラスターとは〉
個社単独では難しい資⾦⾯・⼈的⾯の課題やノウハウ不⾜等を克服するため、

複数の⾷品製造事業者が連携して輸出拡⼤に取り組む体制（団体）。

（２の事業） （１の事業）
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＜対策のポイント＞
⻘果物輸出産地の体制を早急に強化するため、輸出先国の植物検疫条件や残留農薬基準等の規制に対応した⽣産体制や、品質保持のための流通体

制の強化、輸出向けロットの確保等に向けて複数の産地と輸出事業者が連携して⾏う取組、植物検疫解禁協議の効果的な推進に対する取組を⽀援しま
す。
＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．⽣産体制の強化に向けた取組
輸出先国・地域に対応した産地の⽣産体系強化のため、残留農薬

分析、農薬使⽤等のデータ収集・分析、防除暦の⾒直しなどの取組を
⽀援します。

２．品質保持流通体制の強化に向けた取組
輸出先国・地域に対応した⻘果物の品質を確保するため、MA包装

や緩衝資材等を活⽤した⻑期保存・鮮度保持流通体系の確⽴、鮮度
保持のための機器等のリース導⼊などの取組を⽀援します。

３．複数の産地と輸出事業者によるロット確保や流通効率化の取組
複数の産地と輸出事業者による、産地間連携に向けた合意形成、効

率的な集出荷⼿法や輸出⽤容器・包装等の導⼊に係る実証などの取
組を⽀援します。

４．植物検疫解禁協議の推進に対する取組
植物検疫解禁協議を効果的に推進するため、訪⽇外国⼈を対象と

した国産⻘果物の需要や嗜好の調査、調査に基づく品⽬・国籍別の
購買傾向及び嗜好の分析などの取り組みを⽀援します。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］農産局園芸作物課（03-3502-5958）

令和７年度補正予算額 35百万円

定額、1/2以内

国 ⺠間団体等

○ 産地間連携に向けた合
意形成

○ 効率的な集出荷⼿法の
導⼊実証

○ 輸出⽤容器・包装形態
の検討・導⼊実証

１ ⽣産体制の強化に向けた取組

代替防除の検討
防除暦の⾒直し

代替防除⼿法の例
（光反射材を織り込んだ防⾍ネット）

残留農薬基準値(mg/kg)
A国 B国 C国

X剤 2 1 1
Y剤 2 0.2 不検出

残留農薬等
を分析

（福岡農林試提供）

輸出先の残留農薬
基準値をチェック

２ 品質保持流通体制の強化に向けた取組

国内・海外輸送 海外での販売

鮮度保持のた
めの機器等の
リース導⼊

MA包装や緩衝資材の活⽤、
CA貯蔵などを組み合わせた

輸送⼿法の導⼊

⻘果物の品質確認
に必要な分析（⽔

分や糖度等）

品質確保とロス率低減を実現
MA包装︓包装内の空気を「低酸素、⾼⼆酸化炭素」にすることにより、⻘果物の呼吸を抑制する包装資材。
CA貯蔵︓酸素及び⼆酸化炭素の濃度を、⻘果物の呼吸作⽤を抑える組成にコントロールする貯蔵⽅法。

⽣産
Ａ産地
Ｂ産地
C産地

輸出事業者 輸出先
店舗

３ 複数産地と輸出事
業者による取組

４ 植物検疫解禁協議
の推進に対する取組

訪⽇外国⼈から
の情報(購⼊・嗜
好情報)の取得

品⽬・国籍別の購
買傾向及び嗜好
の分析

解禁協議の優先順位の決定

グローバル産地⽣産流通基盤強化緊急対策のうち
⻘果物輸出産地体制強化加速化事業
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．JAS等の国際標準化に対する⽀援 29百万円
① 国際標準化への対応強化⽀援

これまでのJAS等の国際標準化に向けた⽀援の成果を活かしつつ、国際標準化
を加速化させるため、国際規格への提案に⾄ったJAS等が、着実に国際標準となるよ
う、ロビイング活動や国際会議での他国からの意⾒を受けて回答・反論していくため
の新たなデータ収集等の活動を⽀援します。

② ISOでのスマート農業に関する議論への対応⽀援
国際標準化機構（ISO）に設置されたスマート農業に関する委員会での議論に

先⼿を打った対応を実施していくため、国外も含めたスマート農業に関連する規格
化・標準化の動向やその中での⽇本の強みを調査・把握し、対応⽅針を検討します。

２．JAS商標登録応答等業務 ６百万円
海外におけるJASの信頼性維持のため、JASマークの商標登録出願を⾏った国・

地域において、知財当局の拒絶理由通知に速やかに対応し、JASマークの商標登
録を実現するとともに、登録が完了した国・地域において登録維持に必要な相⼿国
知財当局への⼿続等を⾏います。(国が⾏う事務費)

グローバル産地⽣産流通基盤強化緊急対策のうち
JAS等の国際標準化⽀援・商標登録応答等業務

＜対策のポイント＞
農林⽔産物・⾷品の輸出⼒強化に向け、⽇本の事業者が世界で活躍しやすい環境を作るために、JAS等の国際標準化を加速するための活動を⽀援します。

また、海外におけるJASの信頼性維持のため、JASマークの商標登録等を⾏います。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

＜事業の流れ＞

令和７年度補正予算額 35百万円

国 ⺠間団体等
委託

（１の事業）

［お問い合わせ先］⼤⾂官房新事業・⾷品産業部⾷品製造課基準認証室（03-6744-2096）

⽇本の事業者が世界で活動しやすい環境が整備され、
農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤

JAS等をベースとした
国際規格を提案

国際会議における議論

ロビイングや国際会議での
意⾒を受けた調査等

国際会議において承認

国際規格制定

国内⽅針の検討

国際会議において
⽇本の意⾒を主張

海外におけるJASの信頼性維持のため、
JASマークの商標登録

:事業の対象

国内外のスマート農業の
動向調査

①国際標準化への対応強化⽀援 ②ISOでのスマート農業議論への
対応⽀援

スマート農業に関する
ISOでの委員会設⽴
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

有機農畜産物・加⼯品等やGAP認証農産物の輸出拡⼤に向け、以下の取組を
⽀援します。

１．有機JAS認証、GAP認証取得等⽀援事業
① 有機JAS認証の取得、商談の実施等
② GAP等認証（GLOBALG.A.P.、JGAP、MPS等）の取得、商談の実施
③ GAP認証審査員等を対象とした研修会の開催

２．有機⾷品の市場動向調査
輸出が期待される国や品⽬等の調査を実施

［お問い合わせ先］（１の①、２の事業）農産局農業環境対策課有機農業推進班 （03-6744-2494）
（１の②③の事業） 農産局農業環境対策課GAP推進グループ（03-6744-7188）

グローバル産地⽣産流通基盤強化緊急対策のうち
有機JAS認証、GAP認証取得等の⽀援

令和７年度補正予算額 45百万円
＜対策のポイント＞

国際的に市場規模・取引量が拡⼤している中、輸出の機会を逸しないよう有機JAS認証及びGAP等認証の取得や商談の実施等、GAP認証審査員等を
対象とした研修会の開催を⽀援するとともに、新規市場の開拓・輸出先の多⾓化のため有機⾷品の市場動向調査を実施します。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

有機JAS認証、GAP等認証取得等⽀援（①②）

商談会等へ出展認証の取得

農産物等を
輸出するぞ 農業者等の取組を⽀援

認証取得、商談の実施等により海外との取引先確保

農産物等の
輸出拡⼤

＜事業の流れ＞
定額、1/2(※)

定額

国

⺠間団体等 (１の①②の
事業)

農業者等
(１の③の事業)

※商談及び商品開発に係る経費は定額、認証取得及び機械リースに係る経費は
補助率1/2以内で⽀援（商品開発は１の①の事業のみ）

⺠間団体等
委託

(２の事業)

GAP認証審査員等を対象とした研修会開催（③）

認証取得の
円滑化のため
の環境を整備

GAP認証審査員等への研修、
研修を実施するための検討会
開催等の取組を⽀援

効率的な
審査をしよう︕

審査能⼒の向上による審査体制の強化
２ 有機⾷品の市場動向調査

輸出先国の
開拓・多⾓化

既存の調査結果を
活⽤し各国における
有機⾷品市場の動
向を整理

輸出が期待されるター
ゲット国・品⽬の詳細
（販売チャネル、競合
分析、消費者の購買
意向等）を調査

１ 有機JAS認証、GAP認証取得等⽀援事業
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グローバル産地⽣産流通基盤強化緊急対策のうち
⽔産エコラベル認証取得⽀援事業

＜対策のポイント＞
⽔産資源の持続的利⽤に対する国際的な関⼼の⾼まりへの対応や⽔産物輸出の増加等を図るため、資源管理や環境配慮への取組を証明する⽔産エコラ

ベル認証の取得を促進する取組を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）
○ 国内における⽔産エコラベルの認証取得数の拡⼤（⽔産物全体で2023年度末から1.5倍［2030年度末まで］）

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

⽔産エコラベル認証の取得促進に係る取組の⽀援
国際基準の⽔産エコラベル認証の取得を希望する事業者に対してコンサルティングを

⾏い、審査の事前準備となる取組状況の確認、申請書作成等を⽀援します。

＜事業の流れ＞

国
定額

⺠間団体等

コンサルティングの実施

⽔産及び規格・認証に関する専⾨的知⾒、経験
等を有する者が、認証取得を希望する漁業者、養
殖業者、流通加⼯業者等を指導

事前準備 審査 維持等

認
証
取
得
भ
検
討

【⽔産エコラベル認証取得の流れ】

コンサルティングを実施

令和７年度補正予算額 25百万円

［お問い合わせ先］⽔産庁漁政部加⼯流通課（03-6744-2350）

MEL（マリン・エコラベル・ジャパン協議会） MSC（海洋管理協議会）

【⽔産エコラベルが貼付された商品の例】

︵
是
正
措
置

取
組
状
況
भ
確
認
︶

認
証
申
請
भ
準
備

審
査

認
証
भ
判
定

認
証
登
録

証
明
書
भ
発
⾏

認
証
終
了

更
新
審
査

年
次
審
査
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新基本計画実装・農業構造転換⽀援事業

＜対策のポイント＞
⾷料・農業・農村基本法の改正を踏まえ策定された、新たな「⾷料・農業・農村基本計画」に基づき、農業の構造転換をしていくため、地域農業を⽀える⽼朽

化した共同利⽤施設の再編集約・合理化に取り組む産地を⽀援します。

＜事業⽬標＞
共同利⽤施設の再編集約・合理化に取り組む産地を拡⼤

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．共同利⽤施設の再編集約・合理化

地域計画により明らかになった地域農業の将来像の実現に向けて、⽼朽化し
た穀類乾燥調製貯蔵施設や集出荷貯蔵施設等の共同利⽤施設の再編集
約・合理化を⽀援します。

２．再編集約・合理化の更なる加速化

１の再編集約・合理化に取り組む産地に対し、都道府県等が当該取組の加
速化に向けた⽀援を⾏う場合、その費⽤の⼀部を⽀援します。

＜事業の流れ＞

令和７年度補正予算額 61,683百万円

（03-3502-5945）農産局総務課⽣産推進室［お問い合わせ先］

1/2以内

国

都道府県 農業者の組織する団体等

農業者の組織する団体等

（１の事業の
⼀部）

（２の事業）
1/2以内

（１の国庫補助額の
1/6以内等）

1/2以内

定額

・複数の既存施設を廃⽌し、合理化して新規に設置

農業の構造転換を実現

＜再編集約・合理化のイメージ＞
同計画に基づく取組の⽀援、更なる加速化

産地で、再編集約・合理化に必要な事項（施設
の統廃合・期間等）を定めた計画を作成

再編集約・合理化計画（３年以内）

産地

・⽼朽化施設に対し、内部設備の増強による既存施設の合理的活⽤

内部設備の増強

併せて、修繕・更新に係る積⽴計画を作成（要件）

※ 既存施設の撤去費⽤を含む。
※ 補助上限額︓20億円/年×３年

農業者の組織する団体等
1/2以内 （１の事業の

⼀部）

都道府県
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産地⽣産基盤パワーアップ事業

＜対策のポイント＞
収益⼒強化に計画的に取り組む産地に対し、農業者等が⾏う⾼性能な機械・施設の導⼊や栽培体系の転換等に対して総合的に⽀援します。また、輸出

事業者等と農業者が協働で⾏う取組の促進等により海外や加⼯・業務⽤等の新市場を安定的に獲得していくための拠点整備、需要の変化に対応する園芸
作物等の先導的な取組、全国産地の⽣産基盤の強化・継承、⼟づくりの展開等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ ⻘果物、花き、茶の輸出額の拡⼤（農林⽔産物・⾷品の輸出額︓５兆円［2030年まで］）
○ 品質向上や⾼付加価値化等による販売額の増加（10%以上［事業実施年度の翌々年度まで］ ）
○ 産地における⽣産資源（ハウス・園地等）の維持・継承 等

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．新市場獲得対策

① 新市場対応に向けた拠点事業者の育成及び連携産地の対策強化
新市場のロット・品質に対応できる拠点事業者の育成に向けた貯蔵・加⼯・物流拠点施

設等の整備、拠点事業者と連携する産地が⾏う⽣産・出荷体制の整備等を⽀援します。
② 園芸作物等の先導的取組⽀援

園芸作物等について、需要の変化に対応した優良品⽬・品種、省⼒樹形の導⼊や栽培
⽅法の転換、技術導⼊の実証等の競争⼒を強化し産地を先導する取組を⽀援します。

２．収益性向上対策
収益⼒強化に計画的に取り組む産地に対し、計画の実現に必要な農業機械の導⼊、集

出荷施設の整備等を総合的に⽀援します。また、施設園芸産地において、燃油依存の経
営から脱却し省エネ化を図るために必要なヒートポンプ等の導⼊等を⽀援します。

３．⽣産基盤強化対策
① ⽣産基盤の強化・継承

農業⽤ハウスや果樹園・茶園等の⽣産基盤を次世代に円滑に引き継ぐための再整備・改
修、継承ニーズのマッチング等を⽀援します。

② 全国的な⼟づくりの展開
全国的な⼟づくりの展開を図るため、堆肥や緑肥等を実証的に活⽤する取組を⽀援します。

＜事業の流れ＞

令和７年度補正予算額 8,000百万円

農業者等
（農業者の組織する団体を含む）

農業者等
（農業者の組織する団体を含む）

国

⺠間団体等
(都道府県、市町村を含む)定額、1/2以内等

都道府県 定額、1/2以内等
定額 基⾦管理団体 （２、３の事業）

（１②の事業）（１①の事業）

※共同利⽤施設の再編・合理化については、以下の事業で⽀援

収益⼒強化への計画的な取組

輸出等の新市場の獲得 産地の収益性の向上

農業の国際競争⼒の強化

生産基盤
の強化

堆肥等を活⽤
した⼟づくり

継承ハウス、園地の
再整備・改修

新たな⽣産・供給体制

拠点事業者の
貯蔵・加⼯施設

果樹・茶の改植や
省⼒樹形導⼊

農業機械の
リース導⼊・取得

⽣産資材
の導⼊

特別枠の設定

ヒートポンプ等の
リース導⼊・取得

施設整備

推進枠の設定
・中⼭間地域の体制整備

・スマート農業推進枠
・施設園芸エネルギー転換枠
・持続的畑作確⽴枠
・⼟地利⽤型作物種⼦枠

供給調整・流通
効率化に向けた
施設・機械

［お問い合わせ先］
（１①、２の事業）農産局総務課⽣産推進室（03-3502-5945）
（１②の事業） 果樹・茶グループ （03-3502-5957）
（３①の事業） 園芸作物課 （03-6744-2113）
（３②の事業） 農業環境対策課 （03-3593-6495）〇新基本計画実装・農業構造転換⽀援事業

⽼朽化が進む地域農業を⽀える共同利⽤施設の再編集約・合理化に取り組む産地に対して⽀援。12



＜対策のポイント＞
国産畜産物の流通構造の⾼度化や輸出促進等を図るため、⾷⾁処理施設等の再編等や輸出拡⼤に必要な施設の整備、基幹となる⾷⾁処理施設及び

乳製品加⼯施設の合理化・⾼度化等を⽀援します。

＜政策⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

＜ 事 業 の 全 体 像 ＞

令和７年度補正予算額 16,659百万円

①⾷⾁流通構造⾼度化・輸出拡⼤施設整備事業
⾷⾁処理施設の再編等に必要となる施設整備、機械導⼊等を⽀援します。

②⾷⾁処理基幹施設整備事業
都道府県が計画で定める⾷⾁処理施設の合理化等を⽀援します。

③輸出対応型畜産物処理加⼯施設整備事業
畜産物の輸出拡⼤に必要となる畜産物処理加⼯施設（※）の整備を⽀援

します。

④先進モデル的⾷⿃処理施設整備事業
省⼒化やアニマルウェルフェアに対応した⾷⿃処理施設の整備、機械導⼊等を

⽀援します。

⑤家畜市場再編整備⽀援事業
再編する家畜市場に対して、合併に必要な施設の整備、設備・機器の導⼊を

⽀援します。

⑥⾁⾻粉利⽤促進事業
飼料原料等として利⽤しやすい⾼品質な⾁⾻粉の製造に必要な施設整備、機

械導⼊等を⽀援します。

⑦流通構造⾼度化の更なる加速化
流通構造の⾼度化に取り組む事業実施主体に対し、都道府県や市町村が当該

取組の加速化に向けた⽀援を⾏う場合、その費⽤の⼀部を⽀援します。

１．⾷⾁等の流通体制の強化 ２．⽣乳の需給調整体制等の強化
⽣乳需給調整⾼度化・輸出拡⼤事業

広域の⽣乳需給調整機能を果たす乳製品加⼯基幹施設（⾼次加⼯を含む）
の⾼度化、輸出拡⼤に必要となる乳業施設の整備を⽀援します。

定額、1/2以内
コンソーシアム

国

1/2以内

配合飼料製造業者等

＜事業の流れ＞
（１の①②④の事業）

（１の③の事業）

（２の事業）

定額、1/2以内

都道府県

［お問い合わせ先］畜産局⾷⾁鶏卵課 （03-3502-5989）
⽜乳乳製品課 （03-3502-5987）
飼料課 （03-3591-6745）

1/2以内
（国庫補助⾦額

の1/6以内）
定額

事業実施主体 （1の⑦の事業）
※１の①〜⑤に限る

３．配合飼料の製造体制の強化
配合飼料⼯場再編整備⽀援事業
配合飼料⼯場の再編等に必要となる施設整備等を⽀援します。

コンソーシアム等

（３の事業）

定額、1/2以内

1/2以内

⾷⾁処理施設等

レンダリング施設 （１の⑥の事業）
1/2以内

農林⽔産物・⾷品の輸出促進のうち
畜産物等流通構造⾼度化・輸出拡⼤事業

※⾷⾁処理施設、⾷⿃処理施設、鶏卵処理施設

⽣産者団体等
1/2以内

（１の⑤の事業）
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農林⽔産物・⾷品の輸出促進のうち
畜産物輸出コンソーシアム推進対策事業

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．畜産物輸出コンソーシアムの設⽴・運営⽀援事業

畜産農家等、⾷⾁処理施設等、輸出事業者が連携して輸出促進活動に取り組
む体制（コンソーシアム）の設⽴、コンソーシアムの育成、コンソーシアムが実施する
商談や産地の特⾊を活かしたプロモーション、本格的な輸出開始に先駆けて⾏う
商流構築のためのマーケット調査、試験輸出等の取組を⽀援します。

２．輸出先国の基準に対応するための取組⽀援事業
コンソーシアムが実施する輸出先国における基準やニーズに対応するための調査、

⼈材育成、設備等の取組を⽀援します。

３．畜産物の流通・品質保持等に係る試験・実証等⽀援事業
輸出先国やマーケットの需要に沿った畜産物の品質保持・流通⽅法等に係る

試験・実証の取組を⽀援します。

４．⾼⽔準のアニマルウェルフェアの推進、⾷品衛⽣管理等に向けた取組⽀援事業
⾼⽔準のアニマルウェルフェアの推進、⾷品衛⽣管理等に⼀体的に対応する

ための取組（⾎斑発⽣低減に向けた取組を含む）を⽀援します。

［お問い合わせ先］畜産局⾷⾁鶏卵課 （03-3502-5989）
⽜乳乳製品課（03-3502-5987）

＜対策のポイント＞
農林⽔産物・⾷品の輸出⽬標額５兆円の達成に向け、畜産農家等・⾷⾁処理施設等・輸出事業者が連携して、⽣産から輸出まで⼀貫して輸出促進を

図る体制（コンソーシアム）の育成・設⽴、コンソーシアムが実施する商談やプロモーション、輸出先国の基準やニーズに対応するための取組等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

＜事業の流れ＞

令和７年度補正予算額 1,400百万円

国 都道府県
畜産農家等・⾷⾁処理施設等・

輸出事業者による
コンソーシアム等

定額、1/2 定額、1/2

⾷⾁処理施設等畜産農家等

輸出事業者

・商流構築
・プロモーション

コンソーシアム
設⽴を⽬指す者

設備改良・導⼊

・マーケット調査
・試験輸出

２．輸出先国の基準に対応するための取組
研修、調査、相談

３．品質や流通に係る試験・実証

４．⾼⽔準のアニマルウェルフェアや⾷品衛⽣管理に向けた取組
アニマルウェルフェア対応 衛⽣対策

１．コンソーシアムの設⽴・運営
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．卸売市場の再編集約
⽼朽化した卸売市場の再編集約に必要な施設の整備、既存施設の解体、

撤去、廃棄、整地を⽀援します。

２．卸売市場の合理化
トラック予約システム、納品伝票の電⼦化・データ連携システム、⾃動フォーク

リフト（AGF）、⾃動搬送⾞（AGV）等、デジタル化・省⼒化に必要な機械
設備の導⼊と併せて⾏う、⽼朽化した卸売市場の施設整備を⽀援します。

３．輸出拡⼤に向けた卸売市場の⾼度化
フラッグシップ輸出産地等との連携により輸出拡⼤を図るため、輸出先国まで

に⼀貫したコールドチェーンシステムの確保に資する施設や輸出先国が求める
品質・衛⽣管理基準等を満たす⾼度な施設整備を⽀援します。

＜対策のポイント＞
産地の出荷体制の⾼度化・効率化に対応した農産品等のサプライチェーン全体の物流効率化や、「海外から稼ぐ⼒」を強化すべく農林⽔産物・⾷品の輸出を

促進するため、卸売市場の再編集約・合理化・⾼度化のための施設整備を⽀援します。

＜事業⽬標＞
〇 流通の合理化を進め、飲⾷料品卸売業における売上⾼に占める経費の割合を削減（12.4% [令和５年度実績]→10％［令和12年度まで］）
〇 農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）等

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］ ⼤⾂官房新事業・⾷品産業部⾷品流通課（03-6744-2059）

令和７年度補正予算額 7,844百万円
卸売市場緊急整備事業

卸売市場開設者等国 都道府県
交付（定額） 4/10以内、1/3以内

・複数の既存施設を廃⽌し、集約して新規に卸売市場を設置

・デジタル化・省⼒化に必要な機械設備を導⼊する卸売市場の再整備

AGV（⾃動搬
送⾞）の導⼊ インターネット取引システムの導⼊

〈再編集約・合理化のイメージ〉

コールドチェーン対応卸売市場施設

⾼度な温度管理が可能な施設を
整備することで、輸出先国までの
⼀貫したコールドチェーンシステムを
確保

〈輸出拡⼤に向けた卸売市場の⾼度化のイメージ〉
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．加⼯⾷品国際標準化緊急対策事業 50百万円

輸出先国で認められている⾷品添加物の代替利⽤を促す早⾒表の作成等、賞味
期限延⻑・輸出先国の規制対応等のための研修会や代替添加物・包材等の切替・
試験・商品開発・分析機器導⼊等の国際標準化に向けた取組を⽀援することで、加
⼯⾷品の輸出を促進します。

２．有機JAS普及対策事業 30百万円
有機JASの運⽤改善（リモート調査の導⼊や使⽤可能資材リストの公表等）によ

る負担軽減に向けて、有機JAS認証取得等をモデル的に⽀援するとともに、認証件数
の増加に資する、登録認証機関の検査員の拡充やスキル向上に向けた取組を⽀援し
ます。

３．⾷品安全国際認証取得推進事業 20百万円
⾷品安全マネジメントの理解醸成を踏まえ、輸出を⽬指す⾷品事業者向けに、輸出

関連イベント等に国際認証取得のための相談窓⼝の設置等や海外流通⼩売業者
が求める国際認証を把握するための調査を実施します。

令和７年度補正予算額 100百万円
＜対策のポイント＞

加⼯⾷品等の輸出拡⼤に向け、輸出先国の規制・ニーズへの対応を強化するため、加⼯⾷品の国際標準化対応、有機JAS認証の普及及び⾷品安全マ
ネジメントの国際認証取得の推進に必要な取組を⽀援します。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

［お問い合わせ先］（１の事業）⼤⾂官房新事業・⾷品産業部⾷品製造課（03-6744-2068）
（２の事業） 基準認証室（03-6744-7139）
（３の事業） 原材料調達・品質管理改善室（03-3502-5743）

＜⾷品安全国際認証取得推進事業＞

＜有機JAS普及対策事業＞

＜加⼯⾷品国際標準化緊急対策事業＞

賞味期限延⻑や輸出先国に
おける規制等への対応が必要

①早⾒表の作成
②研修会の開催
③代替添加物や包材等の切替・
試験・商品開発・分析機器導
⼊等

有機JAS認証取得⽀援 検査員研修⽀援

国際標準化に向けた取組を⽀援

農林⽔産物・⾷品の輸出促進のうち
⾷品産業の国際競争⼒強化緊急対策事業

国

定額
⺠間団体等

（⺠間事業者、⼀般財団法⼈、
⼀般社団法⼈を含む）

⺠間団体等
（⽣産者、⾷品事

業者を含む）

1/2以内、
定額

委託
⺠間団体等 （３の事業）

（１、２の事業）

＜事業の流れ＞

国際的な⾷品安全マネジメント認証取得の推進

輸出の拡⼤につなげる輸出展⽰会等での
相談窓⼝の設置

海外流通業者
の国際認証把握

商談成⽴

国際認証取得
相談窓⼝は、
各企業のニーズに
合った認証の提案
及び取得⼿続き等
の相談に応じるもの

等
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＜対策のポイント＞
世界⼈⼝の増加による⾷料需要の増加や気候変動等のリスクによる⾷料⽣産・供給の不安定化、持続的な⾷料システムの構築等に向けた様々な課題を背

景に、新技術を活⽤した事業を創出し、国内外への展開を加速化していく必要があるため、フードテックを活⽤したビジネスモデルの実証・実装に対する⽀援を
実施します。

＜事業⽬標＞
フードテック等を活⽤した新たな商品・サービスの創出及びその事業規模拡⼤等

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．ビジネスモデル実証・実装事業の⽀援

国内の⾷品事業者等による社会課題の解決につながるフードテック等を活⽤した新
たな商品・サービスを⽣み出すビジネスモデルを実証・実装する取組を⽀援します。

２．横展開に向けた情報発信等

１．の取組により実証・実装された内容の横展開及び消費者への普及促進を図る
ため、実証・実装成果をとりまとめたウェブページ等の成果物の作成、セミナーの開催と
いった情報発信等の取組を⽀援する。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］⼤⾂官房新事業・⾷品産業部新事業・国際グループ（03-6744-7181）

⺠間団体等
定額 1/2以内

国 ⺠間団体等

事業戦略検討、試作品製造、マーケティングリサーチ、商品デザイン、テストマーケティング、販路確保、原材料確保
実装に必要な⽣産ラインの整備、認可取得等

フードテックを活⽤した新事業の創出
・持続的な⾷料システムの構築 ・⾷料安全保障の確保に貢献

ビジネス実証・実装

情報発信

事例集、ウェブページ作成発信 セミナーの開催

フードテック⽀援対策
令和7年度補正予算額 181百万円

こんにゃくとおからから作られたカツ 炒め調理ロボット アレルギー低減卵を⽣産するニワトリの育種

塩味を増強するスプーン密閉型構造の植物⼯場アップサイクル⾷品
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．物流⽣産性向上推進事業 973百万円の内数

流通標準化ガイドライン等に基づき、物流の標準化に取り組む事業者が⾏う、標準
パレットの導⼊、モーダルシフト等の実装の取組や設備・機器等の導⼊を⽀援します。
また、関係事業者に対する指導・助⾔や優良事例の発信、産地や業界等の課題に応
じて物流の専⾨家等を派遣する伴⾛⽀援等を⾏います。

２．輸出物流構築事業 973百万円の内数
基幹ルートの機能強化や地⽅港湾・空港を活⽤した効率的な輸出物流を構築す

る取組、デジタル化、⾃動化・省⼈化に必要な設備・機器の導⼊等を⽀援します。ま
た、関係事業者に対する指導・助⾔や優良事例の発信、産地や業界等の課題に応じ
て物流の専⾨家等を派遣する伴⾛⽀援等を⾏います。

３．中継共同物流拠点施設緊急整備事業 994百万円
中継輸送、共同輸配送、モーダルシフト等に必要となる中継共同物流拠点の整備

を⽀援します。

［お問い合わせ先］（１、２の事業）⼤⾂官房新事業・⾷品産業部⾷品流通課物流⽣産性向上推進室（03-6744-2389）
（３の事業） ⾷品流通課卸売市場室（03-6744-2059）

＜対策のポイント＞
我が国の物流における輸送⼒不⾜への対応や、農業・⾷品産業基盤等の⾷料供給の能⼒の確保のため、①標準パレットの導⼊、デジタル化・データ連携

の取組、デジタル化や⾃動化・省⼈化に必要な設備・機器等の導⼊等、②中継共同物流拠点の整備を通じた流通の合理化や、③産地から港湾・空港まで
の最適な輸送ルート・体制の構築や地⽅港湾・空港を活⽤した新たな輸出物流の構築等を推進し、国⺠の⾷料安全保障を確保します。

＜事業⽬標＞
〇 物流の効率化に取り組む地域を拡⼤
〇 農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（２兆円［2025年まで］、５兆円［2030年まで］）等

冷蔵庫・パレタイザー導⼊

物流事業者 輸出事業者 等流通関係者による協議会 ⼩売業者産地 卸売業者

＜中継共同物流拠点の整備＞

標準パレット化

⼤型⾞に対応したトラックバースの整備

コールドチェーン確保の
ための冷蔵設備の整備

デジタル化・
データ連携

新たな⾷品流通網の構築
＜事業の流れ＞

国

⾷品流通業者等で
構成される協議会

定額

⺠間団体等
定額

（１及び２の
事業の⼀部）

協議会を構成する流通業者、
物流業者、 卸売市場開設者 等 （３の事業）4/10以内、1/３以内

令和７年度補正予算額 1,967百万円

卸売市場

＜物流⽣産性向上に係る
実装/設備・機器等導⼊＞

モーダルシフトへの適応

産地での
集荷

中継輸送

中継共同
物流拠点

モーダルシフト

消費地での
配送

1/2以内、3/10以内

（1及び２の事業の⼀部）

（１及び２の
事業の⼀部）

＜輸出物流の構築
/設備・機器導⼊＞

輸出物流実装

物流施設の利⽤

輸出基地 地⽅港湾等

⾷品流通業者等で
構成される協議会

⾷品等物流合理化緊急対策事業

共同
集出荷施設
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．国産飼料原料転換対策事業
国産飼料原料転換のため、国産⿂や、国内で出た加⼯残渣等を原料とした⿂

粉の供給体制の構築に必要な経費を⽀援します。

２．国産⼈⼯種苗転換対策事業
① ⼈⼯種苗普及促進に対する⽀援

⼈⼯種苗の普及を推進するため、国内の⼈⼯種苗⽣産施設、中間育成施設の
強化に必要な経費を⽀援します。

② 優れた⼈⼯種苗の開発促進に対する⽀援
養殖業の⽣産性向上に必要な⼈⼯種苗⽣産技術の開発や優れた性質を有する

種苗の開発の促進、栄養価の⾼いカイアシ類を活⽤した初期餌料の開発に必要
な経費を⽀援します。

３．養殖コスト低減対策事業
協業化に取り組む養殖業者等に対し、飼料の統⼀購⼊、ワクチン・薬浴剤の共

同購⼊費、⽣産性向上に資する機器及び環境変化への対応のために⾏う養殖対
象種・⼿法の転換や養殖種類の多⾓化の取組に資する資機材の共同購⼊費等
に必要な経費を⽀援します。

養殖業体質強化緊急総合対策事業

＜対策のポイント＞
飼料原料価格の⾼騰や天然種苗の不漁などの新たなリスクの下でも持続的に養殖⽣産を⾏うことができるよう、国産飼料原料への転換に対する取組、天然

由来の種苗から⼈⼯種苗への転換に対する取組、⽣産コストの低減に資する取組を⽀援します。

＜事業⽬標＞
戦略的養殖品⽬の⽣産量の増加（409千t［平成30年度］→620千t［令和12年度まで］ ）

＜事業の流れ＞

国

［お問い合わせ先］ (１，２，３の事業） ⽔産庁栽培養殖課 （03-3502-0895）
（２②の事業） 研究指導課 （03-6744-2370）

１．国産飼料原料転換対策事業

⺠間団体等
（⼀般社団法⼈、

NPO法⼈等を含む）

定額 ⺠間団体等
（都道府県、⼤
学等を含む）

1/2

２．国産⼈⼯種苗転換対策事業
国産⿂粉国産⿂・加⼯残渣

・ 国産⿂、国内で出た加⼯残渣等を原料とした国
産⿂粉の供給体制構築に必要な機器整備

・ ブリ、カンパチ等の⼈⼯種苗を⽣産する施設の
機能を強化

・ ⼈⼯種苗⽣産技術の開発、⾼成⻑等の優れ
た性質を有する種苗の開発、カイアシ類を活⽤し
た初期餌料の開発を促進

優良種苗の開発⼈⼯種苗⽣産施設

３．養殖コスト低減対策事業

協業化によるコスト削減

飼料の統⼀購⼊、ワクチン・薬浴剤の共同購⼊等

「⾼成⻑」「耐病性」

定額 （国研）⽔産研究・
教育機構 （２②の事業）

（１、２①、３の事業）

・ 飼料の統⼀購⼊、ワクチン・薬浴剤等の共同購⼊
・ 環境変化への対応の為に⾏う養殖対象種・⼿法の転換等

沈下式⽣簀

環境変化への対応
（養殖対象種、⼿法の転換）

⼀般的な⽣簀

令和７年度補正予算額 1,643百万円

カイアシ類を活⽤した
初期餌料の開発

委託
⺠間団体等 （２②の事業）
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［お問い合わせ先］⽔産庁計画・海業政策課（03-3502-8491）

⽔産物輸出促進緊急基盤整備事業＜公共＞

＜対策のポイント＞
⽔産物の更なる輸出拡⼤に向けて、産地における輸出促進の取組と連携しつつ、⼤規模な⽔産物流通・⽣産の拠点漁港等における集出荷機能の強化や

輸出ポテンシャルの⾼い沿岸性資源等の回復・増産、養殖⽔産物の⽣産機能の強化等を推進します。

＜事業⽬標＞
⽔産物の輸出拠点となる漁港において、総合的な衛⽣管理体制の下で取り扱われる輸出対象⽔産物の取扱量の割合の増加

（60％［令和8年度まで］）

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．⼤規模流通拠点漁港等の集出荷機能の強化及び輸出対象⽔産物の増産
⼤規模流通・輸出拠点漁港（特定第３種漁港等）及び港湾背後地区におい

て、輸出先国・地域が求める衛⽣管理基準等に適合した集荷・保管・分荷・出荷
等に必要な共同利⽤施設等の⼀体的整備を推進します。また、輸出のポテンシャル
の⾼い沿岸性資源等の回復・増産を図るため、⽔産動植物の⽣息環境を改善す
る⿂礁や藻場等の漁場整備を推進します。

２．養殖⽔産物の⽣産機能の強化
養殖の⽣産拠点において、輸出先国・地域のニーズが⾼い⽔産物の養殖場及び

養殖⽔産物の流通・加⼯等に必要な共同利⽤施設等の⼀体的整備を推進します。

【令和７年度補正予算額 4,773百万円】

床・壁の改修 天井・照明機器改修

② 養殖の⽣産拠点の整備
養殖場消波施設

桟橋

屋根付き岸壁

底質改善

加⼯場
荷さばき所（作業所等）

種苗⽣産施設

陸揚施設

① ⼤規模流通拠点漁港等の整備

⽔産物流通センター（集荷・保管・分荷・出荷）

荷さばき施設、製氷、冷凍・冷蔵施設、共同の⽴替・⼀次処理施設等

漁場

＜事業の流れ＞

国
地⽅公共団体1/2等

⽔産業協同組合
※ 事業の⼀部は、直轄で実施

（国費率2/3等）
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．海業⽴ち上げ⽀援事業

海業の全国展開にあたり、活⽤推進計画策定を⽬指すモデル地区において、国
の施策として率先して取り組むべきテーマ（インバウンド対応、こども体験活動、⿂に
ついて総合的に学ぶ「ぎょしょく」の拡⼤、港湾を含めた海業の展開、複数の市町村・
漁協等による広域連携の取組等）に対して、活⽤推進計画の策定に必要な調査、
効果分析、取組の実証等の⺠間事業者が⾏うモデルづくりを⽀援します。

２．海業取組促進事業
地域において海業への⼀歩を踏み出し、海業取組に係る活⽤推進計画策定を

⽬指すために必要な調査、効果分析、取組の実証等を⽀援します。

海業振興緊急⽀援事業

＜対策のポイント＞
地域の所得向上と雇⽤機会の確保に向けて、漁港施設等活⽤事業の活⽤を緊急的に促進するため、モデル地区における実証や、地域において海業に⼀

歩を踏み出すための調査、効果分析、取組の実証等を⽀援し、海業の全国展開を加速化します。

＜事業⽬標＞
当該事業の実施地区における、地域の漁業者等の海業による所得の向上及び⽔産物の消費増進の達成

＜事業の流れ＞

令和７年度補正予算額 302百万円

各地区、各漁業協同組合等による海業事業化・取組の実施

海業振興緊急⽀援事業

地域において海業への⼀歩を踏み出し、
活⽤推進計画策定を推進するため

※漁港施設等活⽤事業とは、令和６年４⽉施⾏「漁港及び漁場の整備等に関する法律」により
創設された、漁港施設等を活⽤し海業に取り組みやすくするための事業。

※活⽤推進計画とは、漁港管理者が作成する漁港活⽤のマスタープラン。

海業の全国展開の加速化に向けて
モデル形成により横展開を図り、

活⽤推進計画策定を推進するため

［お問い合わせ先］⽔産庁計画・海業政策課（03-3506-7897）

国

事業実施主体 （２の事業）

⺠間団体 （１の事業）
定額

定額

都道府県
定額(1/2相当)

１ 海業⽴ち上げ⽀援事業 ２ 海業取組促進事業
漁港管理者、漁業者・
専⾨家等による調査、
計画検討

⽔産物消費増進に向けた
朝市での実証

漁港施設⽤地を活⽤した
取組の実証（漁業体験）

釣った⿂を⾃分たちで調理
（⿂⾷教育）
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みどりの⾷料システム戦略緊急対策事業

＜対策のポイント＞
持続可能な農法への転換や地域の資源・エネルギー循環を推進し、将来にわたり⾷料の安定供給を確保するため、みどりの⾷料システム戦略に基づく調達か

ら⽣産、加⼯・流通、消費に⾄るまでの環境負荷低減等の取組やそれらを広げるための環境づくりを⽀援します。

＜事業⽬標＞
化学農薬・化学肥料の使⽤量低減等、みどりの⾷料システム戦略に掲げたKPIの達成［令和12年］

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．環境負荷低減や地域資源・エネルギー利⽤に向けたモデル的取組への⽀援

①地域の関係者が集まった協議会に対し、以下の技術実証等を⽀援します。
ア 化学農薬・化学肥料の使⽤量低減、⾼温等の気候変動への適応、アミノ酸バランス改善飼料の
導⼊、先端技術による省⼒化等

イ 収量・品質等を低下させずエネルギー投⼊量を低減できる施設園芸における栽培体系への転換
ウ 農業由来廃プラスチックの新たなリサイクル技術等の資源循環や排出抑制のモデル的取組
エ 営農型太陽光発電、次世代型太陽電池のモデル的取組

②都道府県や市町村に対し、以下の体制づくり等を⽀援します。
ア みどり認定者の⽣産⾯・販売⾯の課題解決をサポートするみどりトータルサポートチームの整備
イ ⽣産から消費まで⼀貫して有機農業を推進する有機農業推進拠点（オーガニックビレッジ）づくり
ウ 地域の資源・再⽣可能エネルギーを循環利⽤する地域づくり（農林漁業循環経済先導計画）

③農業者や事業者に対し、以下の取組にかかる経費等を⽀援します。
ア 有機農業の拡⼤に向けたスマート農機の導⼊や販路確保等 【みどり法の認定を受けた農業者】
イ 除草機や堆肥舎などの機械・施設の導⼊ 【みどり法の特定認定を受けた農林漁業者】
ウ 慣⾏農業から有機農業への転換、有機農業での就農 【みどり法の認定を受けた農業者】
エ 堆肥プラントや物流・加⼯施設の導⼊等 【みどり法の認定を受けた事業者】
オ バイオマスプラントの導⼊等 【地域のバイオマスを活⽤する事業者等】

２．⾷料システム全体で取組を広げるための環境づくり
⺠間団体への委託または補助により、以下の取組を推進します。
ア 有機農産物等の通年供給とロット拡⼤に向けた全国的な流通体制の効率化の実証等
イ 新たな環境直接⽀払創設に向けた事務効率化の検証、農林⽔産省の全事業に対する環境配慮
のチェック・要件化の本格実施に向けた検証など

令和７年度補正予算額 4,000百万円

調達

消費 加工・流通

生産
 有機農業のスマート化

 化学農薬・化学肥料の低減

 施設園芸省エネルギー化

 生分解性マルチの導入

など

 地域資源・再生可能
エネルギーの活用

 家畜排せつ物、食品
残渣などを活用した
バイオマスの地産地消

など

 消費地と連携した有機
農産物の学校給食での
消費拡大

 有機農産物の
マルシェの開催

など

 環境負荷を低減した
農産物の流通の合理化

 有機農産物専用加工
設備の導入

など

みどりの食料システム戦略

地球温暖化や生産資材調達の不安定化が深刻化する中、
環境と調和のとれた食料システムの確立の重要性は増大

環境負荷低減と生産性向上を両立した食料・農林水産業を実現

（03-6744-7186）
［お問い合わせ先］
⼤⾂官房みどりの⾷料システム戦略グループ

＜事業の流れ＞

国
都道府県 市町村等

⺠間団体等

定額、1/2以内

定額、 1/2以内、委託

（１の事業（③エを除く））

（１③エ、２の事業）

定額、1/2以内
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みどりの⾷料システム戦略緊急対策交付⾦のうち
グリーンな⽣産体系加速化事業

＜対策のポイント＞
産地に適した「環境にやさしい⽣産技術」と「省⼒化に資する技術」を取り⼊れるなど、グリーンな⽣産体系への転換を加速化するため、農業者、地⽅公共団

体、⺠間団体等の地域の関係者が集まった協議会等が農産・畜産の産地に適した技術を検証し、定着を図る取組を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 化学農薬使⽤量（リスク換算）の低減（10％低減） ○ 化学肥料使⽤量の低減（20％低減） ○ 有機農業の⾯積（6.3万ha）
○ 農林⽔産業のCO2ゼロエミッション化（1,484万t-CO2） ○ 畜産関連GHGの低減（29万t-CO2 ） ［令和12年］

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．グリーンな栽培体系加速化事業

環境にやさしい栽培技術※１や気候変動適応技術※２とともに省⼒化に資する技術
を取り⼊れたグリーンな栽培体系の検証や、検証に必要なスマート農業機械等の導
⼊等を⽀援します。

※１ ア 検証・普及を加速化すべき環境にやさしい栽培技術（病害⾍等の発⽣予
察・予測、可変施肥、局所施肥、⽔稲有機栽培における先進的な除草技
術、プラスチック被覆肥料の代替技術 等）

イ 複数の産地が連携して実施する環境にやさしい栽培技術
※２ ⾼温等の影響を回避・軽減する栽培管理等の技術（遮光資材の導⼊等)

２．グリーンな飼養体系加速化事業
環境にやさしい飼養技術※３を取り⼊れたグリーンな飼養体系の検証を⽀援します。
※３ アミノ酸バランス改善飼料、ゲップ抑制に資する飼料添加物、バイパスアミノ酸

によるGHG削減技術
〔⽀援内容〕
① 検討会の開催
② グリーンな⽣産体系の検証
③ ②に必要なスマート農業機械等の導⼊等（１の事業のみ）
④ グリーンな栽培・飼養体系の実践に向けた栽培・飼養マニュアルの作成、

産地戦略（指針・計画）の策定、情報発信（HP掲載等）
※以下の場合に優先的に採択します。
・みどりの⾷料システム法に基づく特定区域において取組を⾏う場合
・事業実施主体の構成員（農業者、⺠間団体等）が「みどり認定」を受けている場合 等

＜事業の流れ＞
協議会(都道府県⼜はJAを含む)、

地⽅公共団体等
定額、1/2以内

国 都道府県

ॢ
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⽣
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全
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展
開
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化
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検
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等
︶

ドローン リモコン草刈機

省⼒化に資する技術（例）

検証に必要な
スマート農業機械等の導⼊

選
択

⾃動操舵システムなど

環境にやさしい栽培技術（例）

⾃動抑草ロボット
［有機栽培］

可変施肥
［化学肥料低減］

AIによる病害⾍発⽣予測
［化学農薬低減］

発⽣ピーク
●⽉●⽇頃

バイオ炭の農地施⽤
［GHG削減］

２ グリーンな飼養体系の検証

アミノ酸バランス改善
飼料への転換

以下の１⼜は２を検証

ふん
尿

NN

N2O排出
を削減

アミノ酸バランス
改善飼料給餌

給餌

ふん尿

消化管内発酵

バイパスアミノ酸
を加えた飼料

枝⾁⽣産量当たりの
CH4、N2O排出

を削減

⾁⽤⽜への
バイパスアミノ酸の給与

CH4排出
を削減

GHG削減に資する
飼料添加物の給与

１ グリーンな栽培体系の検証

［お問い合わせ先］ （１の事業）農産局技術普及課 （03-6744-2107）
（２の事業）畜産局総務課畜産総合推進室 （03-6744-0568）

令和７年度補正予算額 4,000百万円の内数

気候変動適応技術（例）

遮光資材の導⼊

⼜は

定額、1/2以内
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
地域ぐるみで有機農業の取組を推進するため、みどりの⾷料システム法に基づく特定

区域の設定等に向けて取り組む市町村等が⾏う、⽣産から消費まで⼀貫した有機農
業を推進する取組の試⾏等を⽀援します。
１．有機農業実施計画の策定

有機農業実施計画の策定及び特定区域の設定等に向けた検討会の開催や試⾏
的な取組の実施等を⽀援
２．有機農業実施計画の実現に向けた取組の実践
有機農業実施計画の実現に向けた取組の実践や課題解決に向けた調査等を⽀援

３．⾶躍的な拡⼤産地の創出
２の取組を開始した翌年度以降に、有機農業の取組⾯積の⼤幅な拡⼤に向けて取

り組む地域を⽀援
※１、２について、産地と消費地が連携して消費拡⼤に取り組む場合に上限を加算

します。
※以下の場合に優先的に採択します。
・事業実施主体の構成員がみどり認定等を受けている場合
・事業実施地域内の有機農業の取組が、地域計画に位置付けられている場合
・事業実施計画においてフラッグシップ輸出産地と同⼀の対象地域・対象品⽬に関す
る取組が位置付けられている場合 等

みどりの⾷料システム戦略緊急対策交付⾦のうち
有機農業拠点創出・拡⼤加速化事業

＜対策のポイント＞
地域ぐるみで有機農業の取組を推進するため、みどりの⾷料システム法に基づく特定区域の設定等に向けて取り組む市町村等が⾏う、⽣産から消費まで⼀

貫して有機農業を推進する取組の試⾏や産地づくりに加え、産地と消費地が連携した取組等を⽀援し、有機農業の推進拠点となる地域（オーガニックビレッ
ジ）を創出します。

＜事業⽬標＞
有機農業の⾯積 （6.3万ha［令和12年］）

令和７年度補正予算額 4,000百万円の内数

［お問い合わせ先］農産局農業環境対策課（03-6744-2114）

オーガニックビレッジを拠点として、有機農業の取組を広域に展開

消費地

・有機農業にまとまって取り組む地域の形成（団地化、技術指導等）
・堆肥等有機資材の供給体制の整備・集出荷体制の構築 等

・有機農産物を原料とした
地場加⼯品の製造

・産地リレー体制の構築
・物流の効率化 等

・産消提携 ・産地⾒学会、体験会
・直売所の充実・学校給⾷での利⽤
・マルシェ等域内流通での地産地消
・域外の消費地との連携 等

市町村等

・量販店での有機コーナーの設置 等

消 費

⽣ 産

加⼯・流通

※市町村等が
有機農業の⼤幅な⾯積
の拡⼤に取り組む場合

2030年までに
全国の1割以上の市町村（200）で
オーガニックビレッジを創出

学校給⾷
等における
有機農産
物の消費
拡⼤

連
携

有機農業の⼤幅な⾯積拡⼤（※）
に向けた⾼能率作業機械や⼤ロット輸
送システムの導⼊ 等

＜事業の流れ＞
国 都道府県 市町村等

定額 定額、1/2以内
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．スマート農業技術等を活⽤した有機農業の拡⼤

有機農業の拡⼤に意欲的に取り組む農業者等に対して、スマート農業技術等を活
⽤した⽣産、加⼯、流通・販売の取組を⽀援します。

【⽀援内容】
① スマート農業技術等に関する機械等の導⼊
（⾃動⾛⾏農機、⾼能率⽔⽥除草機・抑草ロボット、専⽤保管設備、

スマート選別機等）
② 有機農業の拡⼤に向けた取組
（ほ場での試験栽培、専⽤保管設備等の活⽤による流通体制の効率化、

有機加⼯品の開発等を通じた販路拡⼤等）
【⽀援要件】
① スマート農業技術等の導⼊により有機農業の⽣産拡⼤に取り組むこと
② 地域計画に位置付けられた農業者等であること
③ みどり認定を受けている、⼜は申請を⾏っていること
等の全ての要件を満たすこと

２．有機農業拡⼤⽀援
１の⽀援対象者を含む地域⼀体の取組をサポートするため、都道府県、市町村等

による専⾨家の派遣や講習会、販売促進活動等の取組を⽀援します。

みどりの⾷料システム戦略緊急対策交付⾦のうち
先進的有機農業拡⼤促進事業

＜対策のポイント＞
有機農業の更なる⾯的拡⼤を促進するため、スマート農業技術等の導⼊による地域の実情に応じた⽣産性向上や、有機農産物の保管や加⼯のための

設備導⼊等を通じた販路の確保に取り組む農業者等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 有機農業の⾯積 （ 6.3万ha［令和12年］ ）
○ スマート農業技術を活⽤した⾯積の割合 （ 50％［令和12年］ ）

令和７年度補正予算額 4,000百万円の内数

［お問い合わせ先］農産局農業環境対策課（03-6744-2114）

２. 有機農業拡⼤⽀援

１. スマート農業技術等を活⽤した有機農業の拡⼤
⽣ 産

スマート農業技術等の導⼊・活⽤

専⾨家の派遣 販売促進活動

⾼能率⽔⽥除草機・抑草ロボット

講習会の実施
１の⽀援対象者等

⾏政⾯からの⽀援イメージ

加⼯品の試作、有機JAS対
応加⼯設備の導⼊・活⽤

加 ⼯ 流通 ・ 販売

専⽤保管設備、
スマート選別機等の導⼊

⽣産⾯における
効率化、省⼒化

流通体制の効率化、
加⼯品開発等による販路拡⼤

有機農業の
更なる拡⼤

⾃動⾛⾏農機 ロボット草刈機 等

＜事業の流れ＞

国 都道府県
農業者等

市町村等

定額、1/2以内

定額

定額
（１の事業）

（２の事業）
定額
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．地域農業構造転換⽀援対策

① 地域農業構造転換⽀援事業
地域の中核となって農地を引き受ける担い⼿が経営改善に取り組む場合に

必要な農業⽤機械・施設の導⼊を⽀援します。
② 新規就農者チャレンジ事業

認定新規就農者（65歳未満）の早期の経営発展に必要な農業⽤機械・
施設の導⼊を⽀援します。

○ 補助率︓購⼊ 3/10以内、リース 定額（取得額相当の3/7）
○ 補助上限︓個⼈1,500万円、法⼈3,000万円
○ 成果⽬標 ※以下から選択
‣経営⾯積の３割⼜は４ha以上の拡⼤
‣付加価値額１割以上の拡⼤
‣労働⽣産性３％以上の向上

２．担い⼿確保・経営強化⽀援対策
担い⼿の経営発展に必要な農業⽤機械・施設の導⼊を⽀援します。

○ 補助率︓1/2以内
○ 補助上限︓個⼈1,500万円、法⼈3,000万円

担い⼿への農業⽤機械・施設の導⼊

＜対策のポイント＞
地域の中核となって農地を引き受ける担い⼿が経営改善に取り組む場合に必要な農業⽤機械・施設の導⼊を⽀援します。

＜事業⽬標＞［2030年まで］
〇 担い⼿への農地集積率 ７割
〇 販売⾦額に占める担い⼿のシェア ９割

令和７年度補正予算額 12,286百万円

＜事業の流れ＞

都
道
府
県

市
町
村

国
全国農業委員会
ネットワーク機構

3/10以内、
定額

新規就農者等（１②の事業）
定額

交付（定額）

１①︓3/10以内、
定額

２︓1/2以内
認定農業者等（１①、２の事業）

3/10以内、
定額

地域の中核となって農地を引き受ける担い⼿が経営改善に取り組む場合に必要な
農業⽤機械・施設の導⼊を⽀援

＜対象者＞
地域計画に位置付けられた担い⼿

＜対象地域＞
地域計画の⽬標集積率が６割以上（都府県の中⼭間地域は５割以上）
⼜は現⾏の地域計画か、ブラッシュアップ後の地域計画において、⽬標集積率が

現状の集積率よりも10ポイント以上増加する姿となること

地域計画のブラッシュアップを通じて、地域の将来を⽀える担い⼿や、
地域が抱える課題が明確化

現状 ⽬標地図

地域が⽬指すべき将来の集約化に
重点を置いた農地利⽤の姿の実現

［お問い合わせ先］経営局経営政策課担い⼿総合対策室（03-3502-6444）
経営局就農・⼥性課（03-3502-6469）

地域農業の維持・発展

26



＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．農地の更なる⼤区画化・汎⽤化の推進
地域計画を策定した区域において、担い⼿への農地集積・集約化を加速

し、⽶の⽣産コストの早期かつ⼤幅な削減等を図るため、スマート農業に適
した農地の⼤区画化や排⽔改良、⽔管理の省⼒化等を推進します。

２．⽔⽥の汎⽤化・畑地化、畑地・樹園地の⾼機能化の推進
⾼収益作物を中⼼とした営農体系への転換を促進するため、排⽔改良

等による⽔⽥の汎⽤化・畑地化、スマート農業に適した農地の区画拡⼤、
畑地かんがい施設の整備等による畑地・樹園地の⾼機能化等の基盤整
備を推進します。

３．畜産クラスターを後押しする草地整備の推進
⾁⽤⽜・酪農の⽣産基盤強化のため畜産クラスター計画を策定した地域

において、飼料作物の単位⾯積当たりの収量の増加、⽣産コストの削減
に資する草地の⼤区画化等の整備を推進します。
①⼤型機械化体系に対応した草地整備事業
②家畜ふん尿を活⽤した肥培かんがい施設の整備
③泥炭地帯における草地の排⽔不良の改善

＜対策のポイント＞
「総合的なTPP等関連政策⼤綱」（令和２年12⽉８⽇TPP等総合対策本部決定）に則し、農畜産業の体質強化を図る観点から、担い⼿への農地の

集積・集約化、農産物の⾼付加価値化・⽣産コスト削減など農畜産業の競争⼒向上に必要な⽣産基盤整備を実施します。

＜事業⽬標＞
○ 担い⼿の⽶の⽣産コストの削減（9,500円/60kg以下、かつ、おおむね10%以上）（１の事業）
○ 主⾷⽤⽶を除く作物⽣産額に占める⾼収益作物の割合（おおむね８割以上）、かつ、⾼収益作物の⽣産額の増加（おおむね10%以上）等（２の事業）
○ 飼料作物の単位⾯積当たりの収量の増加（25%以上）（３の事業）

＜事業の流れ＞

国
都道府県

市町村等1/2等

※ 事業の⼀部は、直轄で実施（国費率2/3等）

TPP等関連農業農村整備対策＜公共＞

都道府県
事業指定法⼈

（２の事業）

（３①の事業）

１．農地の更なる⼤区画化・汎⽤化の推進 ２．⽔⽥の汎⽤化・畑地化、畑地・樹園地の⾼機能化の推進
○⽔⽥の汎⽤化・畑地化

⽤⽔路

排⽔路暗渠管

⽔甲

○畑地・樹園地の⾼機能化

排⽔改良のイメージ

⼤型機械化体系に対応した草地整備
作業幅︓9.7ｍ

急傾斜地→緩傾斜地

⽣産性向上のための緩傾斜化

急傾斜地
作業幅︓3.2ｍ

３．畜産クラスターを後押しする草地整備の推進

（１、２、３の事業）
1/2等

○担い⼿の⽶の⽣産コスト低減効果

○農地の⼤区画化

⽔⽥に野菜等を導⼊でき
るよう排⽔改良を⾏い、
かんがい設備を整備

⼤区画化 ⼤型機械の導⼊現況 計画 ※対策地区における平均値

令和７年度補正予算額 32,634百万円

（03-6744-2208）農地資源課農村振興局（１及び２の事業）［お問い合わせ先］
（03-3502-6246）⽔資源課（２の事業）
（03-3502-6244）⽔資源課（３②の事業）
（03-3502-6430）防災課（３③の事業）
（03-6744-2399）飼料課畜産局（３①の事業）27



＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．⾷料安全保障構造転換対策

⽣産性向上及び付加価値向上の観点から、スマート技術等の導⼊に向
け、農地の更なる⼤区画化、畑地・樹園地の区画整理・緩傾斜化等を
推進するとともに、需要に応じた⽣産に向け、⽔⽥の汎⽤化・畑地化を推
進します。

２．農村⼈⼝の減少等に対応した農業⽔利施設の整備・保全
農業⽣産に必要不可⽋な農業⽔利施設について、気候変動による災

害リスクの増⼤、⽼朽化の進⾏、農村⼈⼝の減少等に対応できるよう、施
設の管理作業の省⼒化、省エネ化、再編・集約化、新技術導⼊等を推
進します。

＜対策のポイント＞
⾷料の安定供給の確保に向けた構造転換や農業⽣産基盤の適切な保全管理を促進するため、⽔⽥の汎⽤化・畑地化による⻨・⼤⾖、野菜等の国内⽣

産の増⼤や、農業⽔利施設の管理作業の省⼒化、再編・集約化等を推進します。

＜事業⽬標＞
○ 主⾷⽤⽶から⻨・⼤⾖、野菜等への転換及び飼料作物の単収増加を促進
○ 担い⼿の⽣産コストの削減、農業⽔利施設の戦略的な保全管理の推進

⽔稲 タマネギ

⽔⽥における⾼収益作物の導⼊

⾷料安全保障構造転換対策

畑地かんがい施設の整備

農業農村整備事業における⾷料安全保障の強化対策＜公共＞

暗渠排⽔

農村⼈⼝の減少等に対応した農業⽔利施設の整備・保全

ゲートの⾃動化

＜事業の流れ＞ ※ 事業の⼀部は、直轄で実施（国費率2/3等）

国
都道府県

都道府県

市町村 等

1/2、定額 等

1/2、定額 等

頭⾸⼯の改修 ⽔路のパイプライン化

農地の⼤区画化

ロボットトラクターと有⼈の⾃動操舵トラクターの
２台を使⽤した作業状況

令和７年度補正予算額 16,087百万円

（03-3502-8695）設計課農村振興局［お問い合わせ先］
（03-3502-6246）⽔資源課
（03-6744-2208）農地資源課
（03-6744-7625）地域整備課
（03-3502-6430）防災課
（03-6744-2399）飼料課畜産局28



＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
地域計画に基づく農地の集積・集約化やスマート農業技術の導⼊の加速

化による⽣産性向上を図るため、農地の⼤区画化等を推進するとともに、中
⼭間地域におけるきめ細かな整備を実施します。

【関連施策】
①農業農村整備事業＜公共＞
②農地耕作条件改善事業
③⼤区画化等加速化⽀援事業
④農業⽔路等⻑寿命化・防災減災事業
⑤農業⽣産基盤情報通信環境整備事業

＜対策のポイント＞
⾷料・農業・農村基本計画に基づき、初動５年間で農業構造転換を推進し、⽣産性の向上を図るため、農地の⼤区画化等を推進するとともに、中⼭間地

域におけるきめ細かな整備を実施します。

＜事業⽬標＞
○ ⽔⽥の基盤整備（約９万ha）うち、1ha以上の⼤区画化（約６万ha［令和11年度まで］）
○ 農業⽣産基盤整備の実施地区における担い⼿の⽶⽣産コストの労働費削減（現状⽐６割削減 ［令和11年度まで］ ）

農業構造転換集中対策（農地の⼤区画化等） ＜⼀部公共＞

＜事業の流れ＞※ 事業の⼀部は、直轄で実施（国費率2/3等）

国

市町村等

1/2、定額 等

1/2、定額 等

基盤整備による農地の⼤区画化

4.2ha

2.5ha
2.5ha

⺠間団体
定額

⼤区画化等推進協議会

定額

都道府県

農業者等

（①、②、④、⑤の事業）

（①、②、④、⑤
の事業）

（③の事業）

（⑤の事業）

（③の事業）

令和７年度補正予算額 57,368百万円

（03-3502-8695）設計課農村振興局［お問い合わせ先］
（03-3502-6246）⽔資源課
（03-6744-2208）農地資源課
（03-6744-2209）地域整備課

定額

担い⼿への
集積率
99.4%

大区画化により
労働時間は全国平均から

約６割削減

簡易整備による農地の⼤区画化

30a区画
×７枚

2.1ha区画

畦畔除去
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．スマート農業・農業⽀援サービス事業加速化総合対策事業
①スマート農業技術と産地の橋渡し⽀援

スマート農業技術を他品⽬等にカスタマイズするための改良を⽀援します。
【補助上限額︓500万円】

②農業⽀援サービスの育成加速化⽀援
サービス事業の⽴上げや事業拡⼤に向けたニーズ調査、サービス提供の試⾏・

改良、サービスの提供に必要なスマート農業機械等の導⼊、サービス事業者の事
業性向上に資する流通販売体系の転換等に必要な施設整備等を⼀体的に⽀
援します。

【補助上限額︓(農業機械)1,500万円、3,000万円、5,000万円】
③農業⽀援サービスの⼟台づくり⽀援

サービスの標準的な作業⼯程や作業精度等を定めた「標準サービス」の策定等
を⽀援します。

２．スマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業
①スマート技術体系転換加速化⽀援

スマート農業技術を活⽤し、農業機械の導⼊とその効果を⾼める栽培体系へ
の転換等を⾏う産地の取組を⽀援します。

②全国推進事業
スマート農業技術を活⽤した先進的な取組の横展開を図るため、実証展⽰ほ場

の設置やシンポジウムの開催等を⽀援します。

［お問い合わせ先］農産局技術普及課（03-6744-2107）

スマート農業・農業⽀援サービス事業導⼊総合サポート緊急対策

＜対策のポイント＞
農業者の⾼齢化・減少が進む中において、労働⽣産性の⾼い農業構造への転換に向けて、農業⽀援サービス事業者の育成や活動の促進、スマート農業

技術の現場導⼊とその効果を⾼める栽培体系への抜本的な転換等の取組を総合的に⽀援します。

＜事業⽬標＞
スマート農業技術の活⽤割合を50％以上に向上［令和12年度まで］

＜事業の流れ＞

令和７年度補正予算額 15,658百万円

１．スマート農業・農業⽀援サービス事業加速化総合対策事業

２．スマート技術体系への包括的転換加速化総合対策事業

（例）
⼀⻫収穫サービスに対応
した予冷施設の整備

国
都道
府県

定額

⺠
間
団
体
等

定額 （１の①及び③の事業、１の②の事業の⼀部、
２の②の事業）

○農業⽀援サービスの⼟台づくり⽀援 「標準サービス」の策定等

○スマート技術体系転換加速化⽀援
（例）
⾃動操舵システム＋
直播栽培による作期分散
[⽔稲]

定額、1/2以内
（１の②の事業の⼀部、２の①の事業の⼀部）

定額、1/2以内等
（１の②の事業の⼀部、２の①の事業の⼀部）

○農業⽀援サービスの育成加速化⽀援（ソフト・セミハード・ハード）

○スマート農業技術と産地の橋渡し⽀援 スマート農業技術の改良

・⾷品事業者等と連携してサービス提供期間の⻑期化等に
向けて取り組む場合の流通販売体系の転換等に必要な
施設整備を⽀援（ハード）

・ニーズ調査、⼈材育成、機械導⼊
等への⽀援（ソフト・セミハード）

○全国推進事業 先進的な取組の横展開

（例）
AI選別＋
⼤型機械による⼀⻫収穫・選別
[畑作物]

(例）
⾼温障害の影響を低減する
⽣育予測システム＋
機械による⼀⻫収穫
[露地野菜]

（例）
⾃動追従システム＋
省⼒樹形・園地整備による
栽培管理の効率化
[果樹・茶]
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スマート農業技術開発・供給加速化対策

＜対策のポイント＞
スマート農業技術の社会実装を進めるため、スマート農業技術活⽤促進法の基本⽅針に位置付けた重点開発⽬標に基づき、⽣産現場において優先度が

⾼く即戦⼒となるスマート農業技術の開発・供給の取組を⽀援します。

＜事業⽬標＞
スマート農業技術活⽤促進法の開発供給事業の促進の⽬標に掲げる技術の実⽤化割合を100％［令和12年度まで]

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．重点課題対応型研究開発（農研機構対応型）

⺠間事業者による研究開発等を加速させるため、農研機構による品⽬共通の基
幹的技術や研究開発を促進する基盤的技術の開発を推進します。

２．重点課題対応型研究開発（⺠間事業者対応型）
特に必要性が⾼いスマート農業技術の開発を促進するため、スマート農業技術活

⽤促進法に基づく重点開発⽬標に沿った⺠間事業者による研究開発を⽀援します。
３．低コスト・⼩型化等現場ニーズ即応型開発

中⼭間地域等の⽣産現場の即戦⼒となる技術の開発・実⽤化を推進するため、
「低コスト」や「⼩型化」等の現場ニーズに基づく研究開発を⽀援します。

４．先⾏的研究開発⽀援
スマート農業技術の研究開発を担う新たなプレイヤーの参画を推進するため、特に

機動⼒、アイディアを有する⾼専や職業能⼒開発⼤学校等が⾏う⺠間企業と連携
した供給につながる研究開発を⽀援します。

５．技術改良・新たな栽培⽅法の確⽴の促進
開発技術を円滑に産地へ供給するため、メーカーとサービス事業者等によるプロトタイ

プの製造段階における改良や技術に適合した新たな栽培⽅法の確⽴を⽀援します。
６．スマート⽣産⽅式SOP（標準作業⼿順書）作成研究

スマート農業技術の導⼊を推進するため、導⼊効果を着実に発揮させる栽培体系や
サービス事業者を介した技術の運⽤⽅法等を検証し、標準化する取組を推進します。

令和７年度補正予算額 8,970百万円

➀ 農研機構対応型（協調領域）
品⽬共通のベースとなる技術（基幹的技術）
や開発を促進する技術（基盤的技術）の
研究開発

葉に隠れたピーマン 葉を除けて収穫

【基幹的技術の例】
双腕型ロボットアームと模倣学習等の
フィジカルAIによる⾼難度作業への対応

② ⺠間事業者対応型
（競争領域）
重要・⾼難度な技術の研究
開発

【例】なしの管理作業（摘果）ロボット

③ 低コスト・⼩型化等現場
ニーズ即応型開発
中⼭間地域等の⽣産現場の
ニーズを踏まえた即戦⼒となる
低コスト・⼩型化等の技術の
研究開発

④ 先⾏的研究開発⽀援

AIやロボティクス等のユニークな
技術シーズを有する⾼専や職
業能⼒開発⼤学校等と⺠間
事業者が連携した研究開発

【例】
独⾃の発想に基づき
開発されるシンプルな
トマト収穫ロボット

⑤ 技術改良・新たな栽培⽅法の
確⽴の促進
開発事業者とサービス事業者が連携した技術
の質的向上や技術に適合した新たな栽培⽅法
の確⽴

【例】技術のユーザビリティの向上

改良

⑥ スマート⽣産⽅式SOP作成研究

【例】⾃動収穫ロボットの導⼊
効果を最⼤化するための栽培管
理体系の確⽴、アプリ化

［お問い合わせ先］農林⽔産技術会議事務局研究推進課（03-3502-7437）
現場への円滑な技術供給 SOPを活⽤した全国各地への普及

役割分担

技
術
開
発
・
改
良

サービス事業者の関与が要件

【基盤的技術の例】
AI開発⽤教師データ

AI

【例】レタス収穫ロボット

国 （国研）農業・⾷品産業技術総合研究機構 ⺠間団体等
(公設試、⼤学を含む)

委託 （２~６
の事業）

（１の事業）

＜事業の流れ＞
供
給
・

横
展
開

技術の導⼊効果を着実に発揮させる栽培体系
やサービス事業者を介した技術の運⽤⽅法等
の検証、標準作業⼿順書（SOP）の作成

【例】中⼭間地域向けの管理作業機の⼩型化
（⾮乗⽤型への転換など）

交付
（定額）
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⽣産性の抜本的な向上を加速化する⾰新的新品種開発

＜対策のポイント＞
⽣産性の抜本的な向上を加速化する多収性品種等⾰新的な特性を持った品種、開発した品種の利⽤拡⼤に資する栽培技術、省⼒的な種苗⽣産技術、

育種素材の開発等について、新たに整備する⾼精度な分析機器も活⽤しつつ実施します。加えて、スマート育種技術を低コスト化・⾼精度化し、育種現場で
簡便に利⽤できる育種効率化基盤を構築します。また、⽔稲の⽣産性の抜本的向上に資する技術の開発により、我が国の⾷料安全保障の確保に貢献します。

＜事業⽬標＞
多収化や⾼温耐性などに資する35品種の育成［令和12年度まで］

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．政策ニーズに対応した⾰新的新品種の開発 1,400百万円
① 今後の国内農業の基盤となる⾰新的な新品種の開発
② 品種の利⽤拡⼤に資する新品種の栽培技術、省⼒的な種苗⽣産技術の開発
③ 切れ⽬なく品種開発を継続するための育種素材の開発
を産官学の連携により推進します。
２．より⾼精度な新品種開発のための分析機器等の整備 840百万円

より精度の⾼い特性評価等を⾏うことにより、ニーズに最適となる品種を確実に開発す
るため、新品種の開発等に必要な分析機器等を整備します。
３．新品種開発を加速化する作物横断的育種効率化基盤の構築 600百万円
ゲノム情報、AI、遺伝資源等をフル活⽤し、穀物、野菜、果樹などの新品種開発を加

速化できる作物横断的な育種効率化基盤の開発を推進します。
４．⾷料安全保障強化に向けた⽔稲の低コスト・多収栽培技術の開発 170百万円
各地域における乾⽥直播や再⽣⼆期作に適した多収品種等を選定するとともに、その

能⼒を最⼤限に発揮するための極めて低コストな栽培技術を開発します。また、節⽔型
乾⽥直播の確⽴に向けた⽔管理や雑草防除技術等を開発します。

＜事業の流れ＞

令和７年度補正予算額 3,010百万円

１．政策ニーズに対応した⾰新的新品種開発
◆⾰新的な新品種の開発
（多収性、機械作業適性、⾼温耐性品種など）

◆栽培技術・種苗⽣産技術の開発
◆育種素材の開発 ⾼温による

浮⽪被害

⽣産性向上等によ
り、⾷料・農業・農
村基本計画のKPI
達成に寄与

３．新品種開発を加速化する作物横断的育種効率化基盤の構築
スマート育種技術を低コスト化・⾼精度化し、多品⽬に利⽤
できる育種効率化基盤を開発
・ 作物横断的な育種情報データベースの構築
・ AI等により最適な交配親の予測や効率的な選抜ができる

育種⽀援ツールの開発
・ 作物形質の計測を効率化する⾼速フェノタイピング技術の開発

２．より⾼精度な新品種開発のための分析機器等の整備
新品種の開発、栽培技術・種苗⽣産技術の開発、育種素材の開発に必要な分析機器等の整備

国

⺠間団体等※
委託

※ 公設試・⼤学を含む。

交付
（定額） （国研）農業・⾷品産業

技術総合研究機構
⼀部委託

⺠間団体等※

交付
（定額） ⽣物系特定産業技術

研究⽀援センター
委託

⺠間団体等※

（３・４の事業）

（１・２の事業）

（１・２の事業）［お問い合わせ先］

4．⾷料安全保障強化に向けた⽔稲の低コスト・多収栽培技術の開発

⽔稲の低コスト・多収栽培を可能とする技術を
開発し、マニュアルの作成・改訂等により、開発
技術を速やかに現場に普及

乾⽥直播 再⽣⼆期作

農林⽔産技術会議事務局研究統括官
（⽣産技術）室 （03-3502-2549）

（１・２・４の事業）

農林⽔産技術会議事務局研究開発官
（基礎・基盤、環境）室（03-3502-0536）

（３の事業）

⾼温障害を受けた
⽶粒（左）
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農林⽔産物・⾷品の輸出促進のうち
輸出拡⼤に向けたニーズや付加価値の⾼い農産物の栽培・加⼯技術等の開発

＜対策のポイント＞
海外におけるニーズが⾼い輸出重点品⽬について、輸出先国の規制やニーズに対応した栽培・加⼯技術や、⻑距離輸送に対応した技術など、輸出拡⼤に資

する技術を開発し、「海外から稼ぐ⼒」の強化に貢献します。

＜事業⽬標＞
「農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤実⾏戦略」で位置づける輸出重点品⽬の輸出拡⼤に貢献［令和12年度まで］

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

海外におけるニーズが⾼い輸出重点品⽬であるかんしょ、イチゴ及び茶における以
下の研究開発を実施します。
・輸出可能な⽣産量を確保するための効率的⽣産体系（かんしょ、イチゴ、茶）
・輸出先国の残留農薬基準に対応した病害⾍防除体系（イチゴ、茶）
・⻑距離輸送に対応した⻑期品質保持体系（かんしょ、茶）
・輸出先国のニーズに対応した有機など⾼付加価値化に関する⽣産・加⼯技術
（イチゴ、茶）

＜事業の流れ＞

国 ⺠間団体等
(公設試、⼤学を含む)

委託

令和７年度補正予算額 200百万円

（03-3502-2549）農林⽔産技術会議事務局研究統括官（⽣産技術）室［お問い合わせ先］

【期待される効果】
・海外でのニーズが⾼く、⾼付加価値・⾼品質の作物を安定的に⽣産
・輸出にも対応できる⽣産量を省⼒的に⽣産し、⽣産コストも低減
・⻑距離の輸送を可能とすることにより、輸出先国を拡⼤する体制を構築 など

輸出の拡⼤

・ 今後成⻑する海外の⾷市場を取り込み、農林⽔産物・⾷品の輸出の促進を
図ることにより、海外から稼ぐ⼒を強化

・ マニュアルの作成等により、輸出先国の規制やニーズに対応した⾼付加価値
化に関する栽培・加⼯技術や、⻑距離輸送時の腐敗の要因となる傷を防⽌す
る技術等の研究開発を⾏い、輸出拡⼤に資する技術を速やかに現場に普及

定型苗の効率的⽣産
体系の確⽴

⼈⼒による多労な
かんしょの移植作業
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＜対策のポイント＞
認定品⽬団体等がオールジャパンで⾏う輸出課題の解決や新規輸出先の開拓・多⾓化等、業界全体の輸出⼒強化に向けて⾏う取組等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１. 品⽬団体輸出⼒強化緊急⽀援事業

２. 重要市場の商流維持・拡⼤緊急対策

１. 品⽬団体輸出⼒強化緊急⽀援事業 4,540百万円
認定品⽬団体等が、⽣産から販売までの業界関係者を取りまとめ

オールジャパンで⾏う、輸出⼒の強化に向けた次の取組を⽀援します。
① 輸出ターゲット国・地域や新たな輸出先国・地域の開拓に向けた

市場調査及び課題解決に向けた実証等
➁ 輸出促進のための規格策定や事業者の⽔平連携に向けた

体制整備等
③ 海外におけるジャパンブランドの確⽴・販路開拓活動
④ 任意のチェックオフ制度導⼊に向けた体制整備
⑤ 品⽬団体の機能強化のための専⾨家・コンサル等による⽀援

２. 重要市場の商流維持・拡⼤緊急対策 1,000百万円
重要市場（輸出拡⼤実⾏戦略で品⽬別輸出額⽬標を定める国

・地域）における輸出商流の維持・拡⼤に向けて、事業者（注）が
⽇本産品の競争⼒強化を図るために⾏う取組（プロモーション、商談会、
商品の⾼付加価値化、コスト削減等）を⽀援します。
（補助上限額︓1,000万円／案件）
（注）重要市場において輸出実績を有する認定品⽬団体の会員⼜は当該会

員と有機的に連携して取り組む事業者

（1、２ともに輸出先国・地域での通商環境の変化に迅速に対応する
事業者を優先採択）

［お問い合わせ先］輸出・国際局輸出企画課（03-6744-1779）

・輸出先国の多⾓化のための新市場での商慣⾏や物流実態などの
調査および実証

①-例

・輸送時の品質を維持するための統⼀マーク付き共通資材の開発
および実証

➁-例

・品質や価値を証明する電⼦⽣産証明書システムの開発
・ジャパンブランド保護のための認証システムの導⼊や各国での
商標登録

③-例

・任意のチェックオフ導⼊に向けたコンサルタントの導⼊や国内関係
者を集めた導⼊検討会の開催、徴収体制の構築等

④-例

・品⽬団体が⾏う⼈材確保のための専⾨家への相談
・専⾨⼈材による会員向け輸出促進セミナー等の開催

⑤-例

製材の性能検証

ジャパンブランドの確⽴

＜事業の流れ＞ １・２ともに

国
定額

⺠間団体等
定額、1/2以内

⺠間団体等

農林⽔産物・⾷品の輸出促進のうち
品⽬団体等輸出⼒強化緊急対策 令和７年度補正予算額 5,540百万円

・複数事業者と連携した現地⼩売り店でのフェアの実施や
店頭・ECサイトでのプロモーション 

・現地レストランや海外展開している⽇系外⾷チェーンと連携した⽇
本産⾷材フェアの実施

・現地卸と連携した商談会への参加
・現地向け新商品の開発及びテストマーケティング
・製造コスト削減のための機器導⼊（1/2以内）
・現地⼩売業が求める認証の取得（1/2以内）
・既存商流の輸送効率化等のための輸送実証

例

海外での販促活動

包材の規格化

現地向け新商品の開発
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農林⽔産物・⾷品の輸出促進のうち
ターゲット国における輸出・海外展開⽀援体制の確⽴緊急対策

＜対策のポイント＞
主要な輸出先国・地域において、現地で輸出事業者等を包括的に⽀援する輸出⽀援プラットフォームの活動の推進及び現地の⾷品関連規制等への対

応を⾏うとともに、⽔産バリューチェーン関係者が連携して⾏う商流・物流構築の実証の取組等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］） ○ ⾷品産業の海外展開による収益額（３兆円［2030年まで］）

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１. 輸出⽀援プラットフォーム体制強化事業 1,818百万円

主要な輸出先国・地域において、在外公館やJETRO海外事務所、JFOODO海
外駐在員等を主メンバーとする輸出⽀援プラットフォームについて、都道府県や品⽬
団体、意欲ある輸出産地等と連携しつつ、輸出事業者等を包括的に⽀援します。

２. 輸出先国・地域におけるの規制等への対応の強化事業 226百万円
各国・地域への輸出及び⾷品関連事業者の海外展開に際して対応が必要となる

SPS措置・ラベリング等の規制に関し、専⾨的知⾒を有する現地の法律事務所や関
係省庁・業界団体OB等と契約し、調査・分析、当局への働きかけ（ロビイング）
及び国内事業者向けの助⾔の提供等を⾏います。

３．⽔産物輸出加速化連携推進事業 50百万円
⽔産物の⽣産から加⼯・流通・輸出にわたるバリューチェーン関係者が連携し、

競争⼒ある⽔産物を輸出できる体制を整備するため、
①バリューチェーン関係者の連携強化、
②加⼯機器や情報共有システム等の導⼊、
③海外の販路の拡⼤・多⾓化のための活動等の実証の取組
を重点化して⽀援します。

令和７年度補正予算額 2,094百万円

＜事業の流れ＞
委託 JETRO、

⽇本台湾交流協会、⽇中経済協会 （１の事業）

（２の事業）

定額
（３の事業）⺠間団体

⺠間団体等（コンサルタント等）

【１. 輸出⽀援プラットフォームの運営】

委託

【２.各国の規制等への対応(調査・分析、助⾔等)】

【３.⽔産物の輸出加速化⽀援】

⽣産から加⼯・流通・輸出の関係者による輸出加速化体制の構築

⺠間団体
(協議会)

定額、1/2以内

JETRO海外事務所

在外公館 JFOODO海外代表

ローカルスタッフ

継続的・専⾨的に⽀援

加⼯・流通 輸出

⾮⽇系市場・第三国漁船漁業 養殖業

⽣産

エサ業者

国 ［お問い合わせ先］
（03-3502-8058）輸出・国際局海外需要開拓グループ（１、２の事業）
（03-3591-5612）⽔産庁加⼯流通課（３の事業）

ラベル表⽰

⾷品添加物

規制への対応や
適切なラベリング
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

主要な輸出先国・地域において、在外公館やJETRO海外事務所、JFOODO海
外駐在員等を主メンバーとする輸出⽀援プラットフォームについて、都道府県や品⽬
団体、意欲ある輸出産地等と連携しつつ、

 相談対応及び現地発の情報発信
 海外の現地系をはじめとする未開拓の商流への新規アプローチの強化
 地⽅⾃治体等の商流開拓をオールジャパンで効果的に実施するための伴⾛⽀援
 現地事業者とのネットワークの構築等の活動の促進
 ⽇本産⾷品の特徴や調理⽅法等についての海外の消費者や料理⼈等向けのエ

デュケーション

などを通じて、輸出事業者等を包括的に⽀援する。

ターゲット国における輸出・海外展開⽀援体制の確⽴緊急対策のうち
輸出⽀援プラットフォーム体制強化事業

＜対策のポイント＞
主要な輸出先国・地域において、輸出⽀援プラットフォームを通じ、現地において現地系をはじめとする未開拓商流の開拓、現地事業者とのネットワークの

構築等、現地発の取組を進め、輸出事業者等を包括的に⽀援します。

＜事業⽬標＞
○農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）
○⾷品産業の海外展開による収益額（３兆円［2030年まで］）

令和７年度補正予算額 1,818百万円

＜事業の流れ＞

国
JETRO

（公財）⽇本台湾交流協会
（⼀財）⽇中経済協会

委託

主要な輸出先国・地域に
輸出⽀援プラットフォームを運営

輸出⽀援プラットフォーム（輸出先国における公的⽀援）

現地⽀援

我が国への還元

現地のネットワーク構築
JETRO海外事務所

JFOODO海外代表在外公館

ローカルスタッフ

プラットフォーム協議会
• 現地法⼈
• 現地⾷品事業者
• 現地レストラン 等

• 国内へのトレンド情報
提供

• 新規規制情報の
政府間協議への反映

• 現地での効果的PR
実施のための⽴案

継続的・専⾨的に⽀援

［お問い合わせ先］輸出・国際局海外需要開拓グループ（03-3502-8058）36



＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
⽔産物の⽣産から加⼯・流通・輸出にわたるバリューチェーン関係者が連携し、競

争⼒ある⽔産物を輸出できる体制を整備するため、
① バリューチェーン関係者の連携強化、
② 加⼯機器や情報共有システム等の導⼊、
③ 海外の販路の拡⼤・多⾓化のための活動等の実証の取組
を、以下のメニューに重点化して⽀援します。

（１）新市場開拓・多⾓化実証⽀援
既存輸出先に加え、新たに⾮⽇系市場や第三国への輸出拡⼤にチャレンジする取
組を⽀援。

（２）供給⼒拡⼤・⾰新的鮮度保持技術実証⽀援
輸出に⾄るまでの輸送能⼒低下による鮮度低下や活⿂致死率低下等の課題解
決を図りつつ輸出拡⼤にチャレンジする取組を⽀援。

（３）⽔産物輸出規制等対応実証⽀援
⽣産から輸出までの流通情報管理や加⼯体制整備により、輸出先国等の規制や
調達基準に対応しうる輸出体制の構築による輸出拡⼤の取組を⽀援。

（４）新規参⼊実証⽀援
現地ニーズを独⾃に調査し、競合を避けつつ⼩ロットから段階的に新規輸出にチ
ャレンジする取組を⽀援。

ターゲット国における輸出・海外展開⽀援体制の確⽴緊急対策のうち
⽔産物輸出加速化連携推進事業

＜対策のポイント＞
⽔産物の更なる輸出拡⼤の加速化に向けて、⽣産・加⼯・流通・輸出等のバリューチェーン関係者が連携して重点課題の解決に資する商流・物流構築の

実証の取組を⽀援します。

＜事業⽬標＞
⽔産物の輸出額の拡⼤（1.1兆円［2030年まで］)

令和７年度補正予算額 50百万円

＜事業の流れ＞

定額、1/2以内

⺠間団体等国 ⺠間団体等

定額

⽣産から加⼯・流通・輸出の関係者による輸出加速化体制の構築

・輸出先の嗜好やニーズに合わせた⿂種やサイズ別の計画的な⽣産
・調達基準に対応した⽣産体制
・鮮度管理徹底による褐変対策

・輸出先の嗜好やニーズに合わせた付加価値商品（フィレ・ロイン製品のサイズや価格の最適化、調味済品、真空包装
等)の開発及び加⼯機器の導⼊
・現地までの鮮度低下等の課題に対応した鮮⿂・活⿂輸送⼿法の開発
・規制に対応したデジタル技術による流通情報管理

・既存輸出先に加え、⾮⽇系市場や第三国への多⾓化
・現地事業者と連携したニーズ調査
・海外市場における商談会等への参加・出展を通じた販路拡⼤

加⼯・流通

輸出

⽣産

漁船漁業 養殖業

輸出⽣産

⾮⽇系市場・第三国

エサ業者

加⼯・流通

加⼯場流通

海外市場の反応やニーズをフィードバック・共有し、取組を改善

連携

［お問い合わせ先］⽔産庁漁政部加⼯流通課（03-3591-5612）37



農林⽔産物・⾷品の輸出促進のうち
新市場開拓プロジェクト緊急対策

＜対策のポイント＞
農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤に向けて、ジェトロ・JFOODOによる新市場の開拓等に向けた商流構築及び海外消費者向け戦略的プロモーション、⾷品関

連事業者の海外展開、インバウンドを起点とした輸出拡⼤を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］） ○ ⾷品産業の海外展開による収益額（３兆円［2030年まで］）
○ インバウンドによる⾷関連消費額の拡⼤（ 4.5兆円［2030年まで］）

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．戦略的輸出拡⼤サポート緊急対策事業等 1,993百万円
意欲ある輸出産地や輸出事業者の海外の販路開拓に向け、①②を実施します。
①ジェトロによる新規商流の構築、輸出事業者への情報提供や伴⾛⽀援等の取組

を⽀援します。
②JFOODOによる海外消費者向け戦略的プロモーション等の取組を⽀援します。

２．⾷品関連事業者の海外展開に向けた投資可能性調査緊急⽀援事業
40百万円

農林⽔産物・⾷品の輸出にも資する海外現地での物流・商流等の拠点づくりに向
け、⾷品関連事業者が⾏う投資可能性調査に必要な経費を⽀援します。
３．⽇本発フードテックの海外展開⽀援事業 15百万円
フードテック企業が新規ビジネスモデルを求める海外企業や出資者等と出会う場を設

け、⽇本発フードテックを積極的に発信し、協業や投資を促進する取組を⽀援します。
４．インバウンド起点による⽇本産⾷品の輸出拡⼤緊急⽀援モデル事業

63百万円
①インバウンドに⼈気のある⽇本産⾷品を海外の規制等に適合させてシームレスに輸出

できるよう、他企業にも応⽤可能な輸出に係る課題の解決等の取組を⽀援します。
②インバウンドによる⾷関連消費に関する調査を実施します。

＜事業の流れ＞

国

令和７年度補正予算額 2,111百万円

ジェトロ

⺠間団体等

⺠間団体等

委託

定額 （１の事業）

（２，４①の事業）1/2以内

（３，４②の事業）

戦略的輸出拡⼤サポート（ジェトロ・JFOODO）

現地外⾷店での⽇本産⾷材を活⽤
したメニュー提案・体験の機会提供

海外バイヤーを招へいした商談海外⾒本市への出展

フードテックの海外展開

海外での物流・商流等の拠点づくり
への投資案件形成を⽀援

フードテックに取り組むスタートアップ等
と海外企業等とのマッチングを促進

インバウンドを起点とした輸出拡⼤

［お問い合わせ先］
（03-3502-8058）輸出・国際局海外需要開拓グループ（１、２、４の事業）
（03-6744-2352）新事業・⾷品産業部新事業・国際グループ（３の事業）

インバウンドに⼈気のある商品を輸出
可能なものに転換することを⽀援

海外での商流等拠点づくり
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新市場開拓プロジェクト緊急対策のうち
⾷品関連事業者の海外展開に向けた投資可能性調査緊急⽀援事業

＜対策のポイント＞
海外現地での物流・商流等の拠点づくりをはじめ、⽇本⾷材・⾷⽂化の活⽤・普及に寄与する⾷品関連事業者の海外でのビジネス展開を推進するため、

⺠間企業による投資案件形成を⽀援します。なお、特に輸出拡⼤との相乗効果を発揮させる観点から、特に⾷品製造や外⾷産業の海外展開による投資案
件形成の重点化（優先化）を⾏います。

＜事業⽬標＞
○農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）
○⾷品産業の海外展開による収益の増加（３兆円［2030年まで］）

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

農林⽔産物・⾷品の輸出にも資する海外現地での物流・商流等の拠点づくり等の⾷
品関連事業者の海外でのビジネス基盤の整備に向けて、⺠間事業者が⾏う投資案件
形成のための投資可能性調査に必要な経費を⽀援します。

＜事業の流れ＞

国

令和７年度補正予算額 40百万円

⺠間団体等

1/2以内

案件形成

投資の実施

物流施設に加えて、⾷品製造業の加⼯施設や外⾷産業のフラン
チャイズ展開などの海外でのビジネス基盤の整備に向けた投資
可能性調査を⽀援

公的機関（政策⾦融公庫等）及び⺠間⾦融機関から
の融資等による資⾦供給

事業対象

【海外の冷蔵・冷凍物流倉庫】

投資可能性調査への⽀援により、輸出拡⼤等に寄与する
⾷品関連事業者の海外投資を促進する

【海外での飲⾷店】

［お問い合わせ先］輸出・国際局海外需要開拓グループ（03-3502-8058）39



新市場開拓プロジェクト緊急対策のうち
⽇本発フードテックの海外展開に対する⽀援

＜対策のポイント＞
環境負荷低減と増⼤する世界の⾷料需要に対応するフードテックビジネスが世界で拡⼤する中、⽇本発フードテックを活⽤した商品・サービスのビジネスモデル

の海外展開の加速化を図るため、フードテックに取り組む国内スタートアップ・中⼩企業等に海外展開に要する知⾒や現地ネットワークにおけるマッチングを促
進し、⽇本発フードテックの戦略的プロモーションに取り組むことで新たな海外市場の創出及びビジネス展開に繋がる取組を⽀援します。

＜事業⽬標＞
フードテック等を活⽤した⽇本発・地域発のフードテックビジネス創出の加速化及び海外での⽇本発フードテックの認知度向上

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

⽇本発フードテックの海外展開⽀援事業 15百万円
海外展開を志望するフードテックに取り組む国内スタートアップ企業等に対し、複数の

国・地域（⽶国、欧州、東南アジア等）での海外フードテックイベントへの出展⽀援の
ほか、⽇本発フードテックの戦略的プロモーションに取り組む。また、現地パートナー・
OEM・投資家候補等の情報収集を⾏い、戦略的に協業や投資を促進する取組を⽀
援する。

国

令和７年度補正予算額 15百万円

⺠間団体等

＜事業の流れ＞
委託

（⽇本発フードテックの例）

［お問い合わせ先］新事業・⾷品産業部新事業・国際グループ（03-6744-2352）

海外フードテックイベントを活⽤した⽇本発フードテックの積極的な発信

未利⽤バイオマスを酵素で分
解し、麹や酵⺟、乳酸菌など
の微⽣物を活⽤し、機能性が
期待されるターゲット成分を
主成分として含む⾷品素材を
開発

主原料に蒟蒻粉やにがり
を使⽤、発酵技術を応⽤
してコクを表現した美味
しいプラントベース⾷品
を実現する植物性卵原料

環境負荷の少ない陸上養殖・海⾯
栽培で⽣産した海藻の新しい⾷べ
⽅の提案

規格外や⽣産余剰、残渣
として捨てられている農
作物をパウダー化して再
⽣し、新たな⾷品原料と
して活⽤する技術

 国内フードテック企業と海外
企業や投資家とのマッチング
の促進

 新たな海外市場の創出及びビ
ジネス展開

（⽇本発フードテックを海外で戦略的に発信）
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新市場開拓プロジェクト緊急対策のうち
インバウンド起点による⽇本産⾷品の輸出拡⼤緊急⽀援モデル事業

＜対策のポイント＞
訪⽇外国⼈（インバウンド）に⼈気があるが、輸出につながっていない⽇本産⾷品について、輸出を実現するための課題を明らかにし、課題の解決に向けた

事業者のモデル的な取組を⽀援することで、インバウンドを起点とした⾷品の輸出拡⼤を推進します。

＜事業⽬標＞
○ 農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）
○ インバウンドによる⾷関連消費額の拡⼤（4.5兆円［2030年まで］ ）

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．インバウンド起点による⽇本産⾷品の輸出拡⼤モデル事業 43百万円
近年のインバウンドの増加により、主に国内向けの⾷品の需要が⾼まっています。
インバウンドに⼈気のある⽇本産⾷品を海外の規制等に適合させ、シームレスに輸出

できるよう、対応すべき課題（※）の解決に向け、他企業にも応⽤可能なモデル的取
組を⽀援します。

対応すべき課題︓
多⾔語表⽰、規制、添加物、表⽰事項、インバウンドにも分かりやすいPR（掲⽰
等）⼿法、国内外向け⾷品の同⼀ライン製造のための既存設備の活⽤、ハラール・
ヴィーガン等の認証の取得・更新、効果検証 等

２．インバウンドによる⾷関連消費に関する調査事業 20百万円
インバウンドへの効果的な⾷品等の提供のため、インバウンドの⾷関連消費のうち飲⾷

費⽀出の詳細情報を収集し、⾷関連消費の詳細な傾向を把握するための調査を実
施します。

令和７年度補正予算額 63百万円

⺠間団体等

＜事業の流れ＞

インバウンドと輸出の好循環を形成

農林⽔産物・⾷品の輸出拡⼤インバウンドによる⾷関連消費拡⼤

シームレスに輸出できる他企業にも応⽤可能な⽇本産⾷品
のモデルとなる取組への⽀援イメージ

多様なニーズへの対応
・ ハラール認証の取得に関する情報提供
・ ヴィーガン向け商品パッケージの開発
・ ⾷品表⽰の多⾔語化
・ インバウンドに分かりやすい掲⽰法 等

国内製品の海外仕様化
・ 海外の添加物規制等にも適合した
⾷品の国内消費者へのテスト販売

インバウンドにも分かりやすい
商品パッケージ

⾷品表⽰の多⾔語化国 委託
⺠間団体等

1/2以内
（１の事業）

（２の事業）
［お問い合わせ先］輸出・国際局海外需要開拓グループ（03-3502-8058）41



＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
輸出先国・地域の規制に対応した農畜⽔産物モニタリング検査や輸出⽔産⾷品取

扱設の認定加速化の⽀援、残留農薬基準値設定の申請等の取組を⾏うほか、
中国向け⽔産物の放射性物質検査、輸出⽔産⾷品取扱施設の認定・監視体制
整備、模倣品対策や優良品種の海外流出防⽌への⽀援等を⾏います。

１．国内の⽣産者⽀援等の取組 76百万円
① 輸出⽔産⾷品取扱施設の認定加速化を⽀援
② 輸出証明書の発給等体制を整備

２．輸出先国・地域の規制対応や知的財産保護・活⽤の取組 987百万円
➀ 中国向け⽔産物の放射性物質検査を実施
② 輸出⽔産⾷品取扱施設の認定・監視体制を整備
③ 農畜⽔産物モニタリング検査を⽀援及び検査法を確⽴
④ 輸出先国・地域での残留農薬の基準値設定申請に係るデータ収集等を実施
⑤ 市場の監視・調査等による模倣品等対策を実施
⑥ 植物品種等知的財産の海外流出防⽌・活⽤を⽀援

［お問い合わせ先］
(１、２の①②③の事業) 輸出・国際局規制対策グループ（03-6744-2378）
(２の⑤⑥の事業) 知的財産課 （03-6738-6169）
(２の④の事業) 農産局園芸作物課 （03-3502-5958）

果樹・茶グループ （03-6744-2194）

令和７年度補正予算額 1,063百万円
＜対策のポイント＞

更なる輸出の拡⼤のため、輸出先国・地域の規制に対応した環境整備に取り組み、国内⽣産基盤の強化を図るため、特に緊急的な対応が必要な取組を
⽀援します。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円 [2030年まで]  ）

【2.輸出先国・地域の規制対応や知的財産保護・活⽤の
取組】

農畜⽔産物モニタリング
検査の⽀援

輸出先国・地域での残留農薬基準値
設定申請に係るデータ収集等

農林⽔産物・⾷品の輸出促進のうち
輸出環境整備緊急対策

輸出⽔産⾷品取扱施設の
認定加速化を⽀援

【1.国内の⽣産者⽀援等の取組】

中国向け⽔産物の
放射性物質検査

＜事業の流れ＞

国
コンソーシアム

（注） ⺠間団体等
定額、1/2

（２の⑥の事業）

⺠間団体等
委託、定額、1/2、事務費

（１、２の①〜⑤
の事業）定額、1/2

市場の監視・調査等に
よる模倣品等対策を実施

（注）植物品種等海外流出防⽌対策コンソーシアム

海外での品種登録を⽀援
（無断栽培の防⽌）
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．衛⽣管理に係る講習の開催
⽶国やEU等向け輸出⽔産⾷品取扱施設の認定取得に向けた専⾨家による⼀

般衛⽣管理や衛⽣管理に係る講習会等の開催に係る経費を⽀援します。

２．施設認定⽀援
① 施設認定⽀援

施設認定のための審査及び施設認定後に輸出先国の輸⼊条件に適合してい
るかどうかの確認等に係る経費を⽀援します。

② 品質・衛⽣管理専⾨家現地指導
施設認定や輸出に必要な認証取得等を受けるために必要な衛⽣管理等に係

る課題について専⾨家による現地指導に係る経費を⽀援します。

輸出環境整備緊急対策のうち
輸出⽔産⾷品取扱施設の認定加速化緊急⽀援事業 令和７年度補正予算額 36百万円

＜対策のポイント＞
輸出先国が求める輸⼊条件に適合する施設としての認定等の加速化を図るため、認定取得に向けた専⾨家による衛⽣管理に係る講習会等の開催や、

輸出促進法に基づき登録認定機関が⾏う施設認定の取組を⽀援します。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

［お問い合わせ先］輸出・国際局規制対策グループ（03-6744-1778）

HACCP担当者（製造現場でのキーパーソン）の育成

輸出

HACCPに基づく衛⽣管理の導⼊から輸出までの流れ

輸出先国が求める衛⽣基準に適合する施設として認定

1.衛⽣管理に係る講習等の開催経費への⽀援（定額）

２.施設認定、現地指導等の経費への⽀援（1/2以内）

認定証

＜事業の流れ＞

国

定額

⺠間団体等

1/2以内

（1の事業）

（2の事業）⺠間団体等
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１ 農畜⽔産物モニタリング検査
農畜⽔産物の残留物質のモニタリング等に係る検査費⽤や送料、資材費⽤等、

⺠間獣医師による検体採取に係る委託費⽤について⽀援します。
① 畜産物モニタリング検査
② ⽔産物モニタリング検査
③ 農産物モニタリング検査

２ ⽣産海域モニタリング検査
⼆枚⾙等の⽣産海域について、プランクトン及び⾙毒等の検査に係る検査費⽤

や送料、資材費⽤等について⽀援します。

［お問い合わせ先］輸出・国際局規制対策グループ（03-3501-4079）

令和７年度補正予算額 24百万円

＜対策のポイント＞
輸出先国・地域から求められる規制に対応・適合し、輸出産地・事業者の輸出可能性を⾼めるため、輸出先国・地域が求める、農畜⽔産物に対する国内

での残留農薬、動物⽤医薬品、汚染物質等の残留物質のモニタリング等の検査等に要する経費を⽀援します。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円 [2030年まで] ）

＜事業の流れ＞

国 ⺠間団体等

国の公的管理の下、残留物質等モニタリング検査の
実施により、引続き、輸出ができるステータスを維持

EU等から農畜⽔産物の
農薬、動物⽤医薬品等
の残留物質モニタリング
等検査の要求

国による残留物質等
モニタリング計画の
作成等

計画に基づいた
残留物質モニタリン
グ等検査の実施

モニタリングに係る検査等に要する経費について、⺠間
団体等に対して⽀援（定額）

輸出環境整備緊急対策のうち
輸出先国の規制に対応した農畜⽔産物のモニタリング検査緊急⽀援事業

定額
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輸出環境整備緊急対策のうち
模倣品等対策事業

＜対策のポイント＞
我が国優良品種の海外への流出を防⽌するため、近年、新たな流出リスクとなっているオンライン取引における侵害疑義種苗出品の円滑な削除対応を⽀援

します。また、我が国農林⽔産物・⾷品の海外における模倣品の調査や侵害事例に応じた対策に係る助⾔など、知財権侵害への適時の対応を図ります。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１. オンライン取引における侵害疑義種苗出品の円滑な削除対応
育成者権に関する知⾒を持つ第三者機関が、権利者に代わってオンライン取引にお

ける侵害疑義種苗出品の削除対応を⾏うため、当該団体による育成者権侵害を判
断するためのガイドライン作成及び巡回監視・侵害認定・削除要請対応を⽀援します。

２．海外模倣品調査
海外において、我が国農林⽔産物・⾷品の⾼い評価に便乗した模倣品を調査し、

具体的な販売状況やエビデンスを収集・整理します。

３．知財権確⽴・侵害対策に係る助⾔等のコンサルティング
輸出を⾏っている⼜は検討している⽣産者等に対して、模倣品のリスクのある商品

等について、現地の知財法令に応じた知財権の確⽴・活⽤に向けた助⾔や、知財
権侵害に対する対応策の助⾔等を⾏います。

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］輸出・国際局知的財産課（03-6738-6442）

令和７年度補正予算額 130百万円

国
⺠間団体等

調査会社
市場の

監視・調査

現地⼩売等

模倣品を
発⾒︕

法律事務所

輸
出
॑
⾏
अ
⽣
産
者
等

侵害対策
等相談

現地でのブランド管理
のために有効な侵害対策
について助⾔

１．

２． ３.

第三者機関権利者
権利侵害
を申出

侵害を判断するためのガイドライ
ンを作成し侵害の有無を判断

プラットフォーム
事業者

削除
要請

定額

侵害疑義種苗を
発⾒ 侵害疑義出品を

削除

委託
⺠間団体等

（1の事業）

（２と３の事業）
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輸出環境整備緊急対策のうち
植物品種等海外流出防⽌・活⽤推進緊急対策事業

＜対策のポイント＞
優良品種の海外への流出を防⽌しつつ海外からの稼ぎにつなげていくため、知的財産権（育成者権、商標権等）の取得や侵害への対策、戦略的な海外

ライセンスの推進等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 輸出重点品⽬の海外での１品種あたりの平均品種登録国数（２か国［2027年度まで］）
○ 農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）
○ 戦略的な海外ライセンスモデルの確⽴（ライセンス先による商業栽培の開始１件以上［2030年度まで］）

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．海外品種登録の⽀援

海外における品種登録（育成者権の取得）を⽀援します。

２．海外商標登録活⽤⽀援
海外における⽇本産の農産物等の模倣対策を始め、輸出・海外展開に向けた活

⽤につながる商標権等の取得を⽀援します。

３．海外侵害対策の⽀援
海外における我が国優良品種の無断栽培・冒認出願や⽇本産の農産物等の模

倣被害に対応するため、育成者権、商標権等の侵害に対する証拠収集、警告、
訴訟等の対応を⽀援します。

４．戦略的な海外ライセンスの推進等
ライセンス先に応じた種苗の検疫への対応や現地での試験栽培、⽇本品種の導

⼊推進に向けたプロモーション、⾼侵害リスク国での監視・侵害対応を⽬的とした防
衛的許諾モデルの構築、苗⽊のリース⽅式等を活⽤した厳格な品種管理モデルの
構築等を⽀援します。

［お問い合わせ先］輸出・国際局知的財産課（03-6738-6443）

令和７年度補正予算額 200百万円

※適格な育成者権管理を⾏う機関を認定し優先的に⽀援（４の事業）

 海外ライセンスの推進
に向けた環境整備

 防衛的許諾モデル
の構築

戦略的な海外ライセンスの推進

・当該国のパートナー
候補・品種保護の調査、
専⾨家の活⽤、契約
書の作成等を⽀援

・検疫への対応や試験栽培等を⽀援

パートナー企業による当該国での監視・侵害
対応により無断栽培を抑⽌

相⼿国

③現地での
試験栽培

①検疫への対応の検討、
専⾨家の活⽤

②検疫可能な無病苗の
準備、対応

優良品種の厳格管理
品種流出防⽌に向けた産地等のモデル的な取組を⽀援

【モデル】苗⽊のリース、管理徹底により
産地外流出を実効的に防⽌

⾜下の国内管理の徹底

・契約書作成、説明会の開催、剪定枝の適切な処分、
苗⽊管理システムの実証等に必要な経費を⽀援

増殖
委託

育成者
権者 種苗業者

収穫物
⽣産者

リース

１,２,３の事業 ４の事業

植
物
品
種
等
海
外
流
出
防
⽌
対
策

॥
থ
९
␗
३
॔
঒

海外出願
⽀援申請

出願経費⽀援
（定額、1/2以内）

⺠
間
団
体
等

輸出・海外展開に貢献
我が国の優良品種等の海外
への流出・無断栽培や模倣被
害を防⽌し、知財の活⽤により、
海外市場で海外産に対して優
位性を持つ環境を確保

権利侵害発⽣

侵害対応経費
⽀援（定額）

知的財産権の取得・活⽤
侵害対策

＜事業の流れ＞

国 植物品種等海外流出
防⽌対策コンソーシアム

育成者権管理機関※
・⺠間団体等

定額、
1/2以内

定額、
1/2以内
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林業・⽊材産業国際競争⼒強化総合対策＜⼀部公共＞

＜対策のポイント＞
林業・⽊材産業の体質強化や国内需要の拡⼤に向けて、原⽊・⽊材製品等の⽣産体制の強化、森林の集積・集約化、スマート林業技術等の開発・実証

と活⽤、⾮住宅分野等における⽊材製品の消費拡⼤、⽇本産⽊材製品等の輸出拡⼤、林業の担い⼿の育成・確保等を⽀援します。

＜事業⽬標＞
国産材の供給・利⽤量の増加（35百万ｍ３［令和６年］→ 42百万ｍ３［令和12年まで］）

令和７年度補正予算額 44,993百万円

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．林業・⽊材産業の⽣産基盤強化＜⼀部公共＞

路網整備、先進的な林業機械等の導⼊、再造林の低コスト化、⽊材加⼯流通施
設の整備等を⽀援します。
２．森林の集積・集約化の実証・展開

森林の集積・集約化を促進するため、国有林と⺠有林が連携しつつ、関係者による
情報共有や合意形成、経営管理の⼀層の円滑化に役⽴つ条件整備等の実証の取
組を⽀援します。
３．スマート林業・DX等先端技術の実装の推進

森林資源情報のデジタル化、スマート林業技術の開発・実証と活⽤、⽊質系新素
材の開発･実証を⽀援します。
４．建築⽤⽊材供給・利⽤の強化 (⽊材製品の消費拡⼤対策）

中⾼層建築物等におけるJAS構造材の利⽤実証、CLT等に係る技術開発や建築
実証、⽊造公共建築物の整備、⽊材利⽤による温室効果ガス（GHG）排出削減
効果の「⾒える」化の促進等を⽀援します。
５．⽊材需要の創出・輸出⼒の強化（⽊材製品等の輸出⽀援対策）

⽇本産⽊材製品のプロモーション活動、輸出先国のニーズや規格・基準に対応した
製品・技術開発や性能検証の⽀援等を実施します。
６．林業の担い⼿の育成・確保

新規就業者への体系的な研修、労働安全衛⽣装備・装置の導⼊、他地域・他産
業との連携等を⽀援します。
＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］林野庁計画課 （03-6744-2082）
（3、4の事業の⼀部、5、
6の事業）

（1、2の事業、3、4
の事業の⼀部）都道府県等 ⺠間団体等

定額（1/2以内等）等 定額（1/2以内等）等
※国有林においては、直轄で実施

国
⺠間団体等 ⺠間団体等

定額等⼜は委託 定額、1/2以内等

⽊材需要の創出・輸出⼒の強化
（⽊材製品等の輸出⽀援対策）

林業・⽊材産業の⽣産基盤強化

林業の担い⼿の育成・確保

建築⽤⽊材供給・利⽤の強化
（⽊材製品の消費拡⼤対策）

スマート林業・DX等
先端技術の実装の推進

⽊材加⼯施設の整備 路網の整備

中⾼層建築物等
におけるJAS構造
材の利⽤実証

輸出先国の
規格・基準に
対応した
性能検査

労働安全装備

• ⽊材製品の国際競争⼒の強化に向けた合板・製材・集成
材⼯場等の⽣産性向上・⾼付加価値化のための⽊材加
⼯流通施設の整備
• 原⽊の低コストかつ安定的な供給のための路網整備、先進
的な林業機械等の導⼊、搬出間伐の実施 等

• 路網整備や施業集約化を
省⼒化・効率化する森林資
源情報のデジタル化
• 林業の安全性・⽣産性の向
上に資する、スマート林業技
術の開発・実証と活⽤ 等

⽊材製品の消費拡⼤に向けた
• 中⾼層建築物等におけるJAS
構造材の利⽤実証
• CLTを活⽤した設計・建築等
の実証
• ⽊造公共建築物の整備
• ⽊材利⽤による温室効果ガス
排出削減効果の「⾒える」化
等

• 新規就業者が効率的な技術等
を習得するための体系的な研修
• 労働安全衛⽣装備・装置の導
⼊、他地域・他産業との連携
等

⾃動運転フォワーダ

森林の集積・集約化の実証・展開

• 国有林と⺠有林が連携しつつ、関係者の協議による集約化に係る情報整備・共有
や合意形成、ICT等を活⽤した森林調査や境界の明確化等の条件整備 等

地域協議会の開催

• ⽇本産⽊材製品の認知度向上
• 付加価値の⾼い⽊材製品の輸

出促進に向けた製品開発・性能
検証

• 特⽤林産物の輸出に向けた課
題解決

• 改正クリーンウッド法の施⾏状況
把握調査 等
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農林⽔産物・⾷品の輸出促進のうち
サプライチェーン連結強化緊急対策

＜対策のポイント＞
販路の開拓を通じ輸出の⼀層の拡⼤を図っていくため、国内の⽣産事業者と海外の現地販売事業者、両者をつなぐ国内外の商社等で構成される

コンソーシアムが⾏う、⽣産から現地販売までの⼀気通貫した戦略的なサプライチェーンの構築に向けた取組を⽀援します。

＜事業⽬標＞
農林⽔産物・⾷品の輸出額の拡⼤（５兆円［2030年まで］）

＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．プロジェクト計画作成等⽀援

⽣産から現地販売まで⼀気通貫した戦略的なサプライチェーン（規制の厳しい輸
出先国・地域での商流や、参⼊が難しい現地系商流（⾮⽇系）など）を確⽴する
ため、国内の⽣産事業者と海外の現地販売事業者、両者をつなぐ国内外の商社等
で構成されるコンソーシアムが⾏う、戦略的なサプライチェーンの構築に当たっての課題
解決のための具体的⽅策を含めたプロジェクト計画づくり等を⽀援します。

２．サプライチェーン課題解決実証⽀援
１．の計画の下、コンソーシアムが⾏う、
① ⽣産・出荷段階の課題解決（産地の供給⼒強化や共同集出荷等）
② 流通段階の課題解決（販売までの物流効率化等）
③ 販売段階の課題解決（現地におけるテスト販売等）
など戦略的なサプライチェーンの構築に向けた実証の取組を⽀援します。

令和７年度補正予算額 2,521百万円

＜事業の流れ＞

国 ⺠間団体等※２
1/2※１

※１ 中⼩企業等は２/３補助（２．の機器購⼊費⽤は1/2補助）
※２ フラッグシップ輸出産地を含むコンソーシアム、⾷品企業の海外展開と⼀体的な商流

づくりの取組は採択に際して優遇
（03-6738-7897）輸出・国際局輸出⽀援課［お問い合わせ先］

機器導⼊を通じた
コールドチェーンの確⽴

現地消費者向けの
テスト販売

複数産地・品⽬の共同集出荷など
現地ニーズを踏まえた

輸出産地・事業者間の連携

⽣産 流通・輸出 輸⼊・流通 販売

⼤規模輸出産地
⾷品加⼯事業者

海外の現地販売
事業者

国内外の商社等を介して連携

現地のニーズ

物流業者 輸⼊者
バイヤー輸出者
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（参考）⽶国関税措置への対応に活⽤可能な事業（農林⽔産・⾷品分野）［７年度補正予算等］

２．⽇⽶間の合意の着実な推進
○ 輸⼊元国での調達網の強化や輸⼊元国の切替えの検討に資する投資案件の形成に向けた投資可能性調査を⽀援

［⾷料・⽣産資材の安定的なサプライチェーンの確保に向けた投資可能性調査緊急⽀援事業︓１億円］

○ ⺠間事業者が輸⼊農産物の輸⼊元国を切り替える際、当該輸⼊農産物を周年にわたり安定供給するため必要となる
取組等を⽀援 ［輸⼊元国転換等に向けた緊急⽀援事業︓22億円］

１．輸出において関税措置の影響を受ける事業者への⽀援
（１）商流維持や輸出先の多⾓化のための⽀援

・ ⽶国など重要市場への輸出を維持・拡⼤する事業者等が⾏う販路拡⼤、⾼付加価値化、コスト削減等の取組を⽀援
・ 品⽬団体が業界全体で⾏う輸出先の多⾓化など輸出⼒強化に向けた取組を⽀援

［品⽬団体等輸出⼒強化緊急対策︓55億円］
・ 主要な輸出先国・地域（⽶国含む10か国）において、輸出⽀援プラットフォームを通じ、未開拓商流の開拓、現地事

業者とのネットワークの構築等、現地発の取組を進め、輸出事業者等を包括的に⽀援
［輸出⽀援プラットフォーム体制強化事業︓18億円］

（２）事業者の資⾦繰り⽀援
・ 輸出事業者等に対して、⽇本政策⾦融公庫等が実施するセーフティネット貸付の要件を緩和し、関税引上げの影響を

受けた場合には、減収要件等を満たさなくても適⽤可能
［セーフティネット貸付（経営環境変化対応資⾦（公庫中⼩・国⺠））］

・ 農林漁業者に対して、⽇本政策⾦融公庫等が実施する農林漁業セーフティネット資⾦の貸付要件を緩和し、関税引
上げの影響を受けた場合には、減収要件等を満たさなくても適⽤可能

［農林漁業セーフティネット資⾦（公庫農林）］
（３）施設整備への⽀援

・ 輸出先国等の規制・条件（HACCP、ハラール等）に対応した施設の新設・改修、機器の整備を⽀援
［⾷品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策︓60億円］
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